
令和 6年度 日野市内部統制評価報告書 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 150 条第 4 項の規定による評価を行い、同項に規定する報

告書を次のとおり作成しました。 

 

 

1 内部統制の整備及び運用に関する事項 

日野市長は、日野市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当市においては、「地方公共団

体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31年 3月総務省公表。以下「総務省ガイ

ドライン」という。）を踏まえ、「日野市内部統制基本方針」（令和 3年 8月策定）を策定し、当該方針

に基づき財務に関する事務及びリスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務（以下「財務等に

関する事務」という。）に係る内部統制体制の整備及び運用を行っております。 

なお、内部統制は、内部統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し、又は当該リスクを適時

に発見し得るものではないものの、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す

ることで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。 

 

2 評価手続 

日野市においては、令和 6 年度を評価対象期間とし、令和 7年 3月 31 日を評価基準日として、財

務等に関する事務について、評価を実施しました。 

ただし、令和 6年度以前に発生したリスクで、令和 6 年度以前に認知されたものの、評価の確定が

令和 6年度中に行われたもの（令和 7年 5月開催の日野市内部統制推進本部における確定を含む）を

例外的に評価対象として取り扱います。 

評価に当たっては、管理部門におけるリスク評価及び各部署によるリスク評価を実施しました。各部

署におけるリスク評価の対象としては、過去のリスク事案の再発防止の観点から特に重点的にモニタ

リングすべきと考えられる次のリスクとしました。 

① 意思決定プロセスの無視 

② 不適切な契約内容による業務委託 

③ 不適切な価格での契約 

④ システムによる計算の誤り 

⑤ 不十分な資産管理 

 

3 評価結果 

上記のとおり総務省ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、評価対象期間中における整

備上の重大な不備を把握したため、日野市の財務等に関する事務に係る内部統制は評価対象期間にお

いて有効に整備されていないと判断しました。 

 



4 不備の是正に関する事項 

検出された重大な不備については、次のとおり事案ごとに各部署において是正を終えています。ま

た、全庁に周知することにより、類似事案の再発防止を全庁にわたって徹底してまいります。 

 

（1） 公共用地の不法占拠状態の解消に係る対応（整備上の不備） 

平成 16年 1月から 10月にかけて、実行委員会形式(市が関与)で行われたイベントの際、催し物

の運営を実行委員会から委ねられていたNPO法人が、催し物に必要なものとしてイベント会場（公

共施設予定地）内に建物を建設した。イベント終了後における実行委員会や市からの再三の原状回

復、土地明渡の求めにも関わらず、同法人は当該建物の撤去等の対応をとらず、公共施設として供用

を開始（平成 17年 4月）した後も建物は存在し続け、供用を妨げる状態が継続していた。 

同法人とは平成 22年から音信不通となり、平成 30年には認証取消しによって法人が解散してい

たことが令和 4年に判明。令和 5年に強制執行を見込んだ形での訴訟を提起し、勝訴はしたものの、

実質的に市の負担で撤去等の対応をせざるを得ない状態になってしまった。 

 

【是正の状況】 

➢ 公共用地に建築物や工作物を設置させイベント（※）を行わせるような興行者を選定するにあ

たっては、過去の運営実績、財務諸表、納税状況、各種法令遵守状況など、必要な書類の提出を

させることと合わせて、イベント事務局だけでなく、占用させる許認可の担当課などを加えた、

複数の目による選定体制を構築する。※1週間以上の中・長期のイベントを想定 

➢ 実行委員会とイベント事業者間の契約において、事業終了後は速やかに原状復帰させる契約内

容とし、履行されない場合は、実行委員会の責任において撤去、または、速やかに訴訟提起する

など、イベント実施を目的とした実行委員会の設置指針を策定し、職員間での共有を図る。 

➢ 長期間に渡り公共財産を占用するような転貸は原則として認めず、その場合は、個別のイベン

ト事業者と公共施設管理者との間で、直接賃貸借契約を締結するなど、責任の所在を明確にす

る形とする。 

➢ 本件のようなイレギュラーな問題に対しては、対応に一定の期間を要することを前提に、以下

の対応を行うこととする。 

① 最終的なゴールを明確にする（本件でいえば、土地の明渡+建築物の収去） 

② ゴールに至るプロセスとスケジュールを明確にする（本件でいえば、催告の後に法的手続

き（行政代執行）に移行すること） 

③ 上記①、②を明確にするにあたっては、必要に応じて関連する部署に協議・相談するととも

に、必ず意思決定（決裁）を行い、その内容については関係者と共有し、進行管理ができる

ようにする 

④ 人事異動等あっても継続的に対応ができるよう、③の内容や状況については、確実に引き

継ぐようにする 

 

 

令和 7年 5月 19日 日野市長 古賀 壮志 
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日野市内部統制評価報告書 
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令和 7年 5月 19日 
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I 日野市の内部統制制度 

1 制度の概要 

近年、日野市において不適正な事案が発生しています。令和 2年第 2回日野市議会臨時会において

公表した「『 第三者委員会報告における未解明の徹底究明と川辺堀之内土地区画整理事業組合への市助

成金交付の妥当性及び同組合の資金管理等の実態解明を求める決議』に対する調査結果報告書」の中で

は、再発防止策として内部統制制度の導入を挙げられていました。 

これを受け、日野市では地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 150条第 2項において努力義務

とされている内部統制制度を令和3年8月に導入し、再発防止に向けた取組を全庁的に進めています。 

(1) 基本方針の概要 

日野市では、「日野市内部統制基本方針」（以下「基本方針」という。詳細は、資料 1『「日野市内部

統制基本方針」のとおり。）を、総務省の発出した「地方公共団体における内部統制制度の導入・実

施ガイドライン」に示された内部統制の 4 つの目的（①業務の効率的かつ効果的な遂行、②報告の

信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全）を達成すべく、各目的に対応させ、次

の 4つの方針として定めています。 

① 〔行政評価システム〕 

税収をはじめ、限りある財源を有効活用し、その中で最大の市民満足度を得るため、事務事

業の所管部署、市民及び市により事務事業等の目標・手法・成果等を検証することで、有効性

及び効率性の確保に繋げます。 

② 〔財務・政策情報の管理〕 

予算編成から契約、会計事務などの財務に関する業務プロセスにおいて、公金支出等のルー

ルを明確にし、また予算の適正な執行管理を行うなどの財務に関するルールを適切に適用す

ることで、財務報告の信頼性を確保します。 

また、政策検討・形成・実施状況に係る記録等の作成、保存、公表を徹底することにより、

財務報告の信頼性を確保します。 

③ 〔法令遵守・コンプライアンス〕 

法令遵守による適正な業務執行、含む義務の徹底、職務情報の適正管理や交通法規の遵守、

退職管理の適正の確保など、コンプライアンスの推進に向け、組織的に取り組みます。 

④ 〔資産の適切な管理〕 

資産の取得、活用及び処分のルールを明確に市、市が保有する試算について適切に保存、管

理します。 

(2) 評価対象期間 

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで 

(3) 評価基準日 

令和 7年 3月 31日とします。なお、地方自治法第 235条の 5に規定する出納閉鎖までの整理事
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項は、評価基準日までに整理されたものとします。 

ただし、令和 6年度以前に発生したリスクで、令和 6年度以前に認知されたものの、評価の確定

が令和 6 年度中に行われたもの（令和 7 年 5 月開催の日野市内部統制推進本部における確定を含

む）を例外的に評価対象とします。 

(4) 評価対象 

① 財務に関する事務 

② ①以外の事務であって、リスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務 

 

2 推進（評価）体制 

内部統制の推進及び評価に必要な体制を、次のとおり整備しています。 

 

  

項目 役割 

市長 日
野
市
内
部
統
制
推
進
本
部 

本
部
員 

 

・日野市内部統制の統括責任者 

・全職員に対し、内部統制構築のため、必要な施策の実施を指

示 

・日野市内部統制推進本部本部長 

副市長  
・市長を補佐 

・日野市内部統制推進本部副本部長 

教育長  ・日野市教育委員会の責任者 

市立病院院長  
・日野市立病院の責任者 

・院内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

部長 

市立病院事務長 
日
常
的
内
部
統
制
の
推
進 

・各部の責任者 

・部職員に対し、内部統制の構築に関する具体的な取組を指示 

・部内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

課長 

・課における内部統制の責任者 

・所属職員に対する内部統制構築のための具体的な取組を指示 

・日々の業務のチェック、日常的モニタリングの実施 

職員 
・リスク対応の実施 

・日々の業務における日常的モニタリングの実施 

日野市内部統制推進本部 

・内部統制の方針の策定に関すること。 

・内部統制の整備及び運用に関すること。 

・内部統制の整備状況及び運用状況の評価に関すること。 

日野市内部統制推進委員会 
・推進本部の所掌する事項の検討及び報告 

・内部統制に関して実施する事務についての検討 
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II 内部統制の推進に係る取組の状況 

1 年度計画の策定 

基本方針に掲げた 4つの方針を具体化する取組の実施に関し、「内部モニタリング（年間チェック・

指導等計画表（令和 6年度）を策定しました。 

実施状況については、資料 2「内部統制取組項目実績一覧」のとおり。 

 

2 重点的再発防止対象リスクの設定 

前年度までに発生しているリスクの状況及びそれらの中でも特に重大事故に発展する可能性が高い

ものとして次のリスクを特定し、1年間集中的に取り組む「重点的再発防止対象リスク」と位置づけま

した。 

 

【令和6年度重点的再発防止対象リスク】 

口頭発注・不正な見積徴取 
 

3 コンプライアンス月間の設定 

全庁において内部統制に関する普及啓発を強化し、取組を推進するため、令和 6年 11月を「コンプ

ライアンス月間」として位置づけ、次の取組を実施しました。 

(1) 契約担当者研修 

重点的再発防止対象リスクに関連し、主事・主任職を中心に契約事務を担当する職員に対して契約

事務におけるコンプライアンス上の留意点及びそれらがどのような理由から留意すべきこととされ

ているかの背景から理解することを目的とした研修を実施しました。 

対 象 主事・主任職等契約担当者 

出 席 124名（対象者 479名（主事・主任職総数）、出席率 25.9％） 

実 施 日 令和 6年 11月 26日、27日 1回 90分（計 4回開催） 

場 所 日野市民会館 小ホール 

研 修 形 態 講義形式 

内 容 ⚫ 内部統制制度の基本事項 

⚫ 契約事務手続の流れ 

⚫ 契約事務におけるポイント 

(2) 職員意識調査 

内部統制に関する全庁職員の理解度を調査するとともに、組織のワークエンゲージメントを継続
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的にモニタリングすることで、市組織の総合的な内部統制環境を把握することを目的に、以下のとお

りアンケートを実施しました。 

対 象 次の全職員 

⚫ 正規職員（再任用を含む） 

⚫ 会計年度任用職員のうち、本庁職場の事務系フルタイム職員 

調 査 期 間 令和 6年 11月 28日～12月 11日 

調 査 内 容 ① 基本属性（部名、職層、年齢層） 

② 【正規職員のみ】契約手続きにおける違法性理解度調査 

③ 【正規職員のみ】地方公務員法及び憲法の理念に関する理解度調査 

④ 【正規職員のみ】一般的な事務における違法性理解度調査 

⑤ 【会計年度任用職員のみ】業務に関して違法・不当の指摘が上司等にできる環

境であるかの確認調査 

⑥ 【会計年度任用職員のみ】業務に関する十分な説明を受けているかの確認調査 

⑦ 【会計年度任用職員のみ】作業結果に対する十分な確認を受けているかの確認

調査 

⑧ ワークエンゲージメントスケール 3 項目【定点観測項目：組織の健全度を測

る】 

⑨ 「想いをカタチに」プロジェクト関連項目 

内 容 等 詳細は資料 6-2「令和 6年度内部統制職員意識調査 調査結果」のとおり 

4 コンプライアンス委員会の開催 

市におけるコンプライアンスの実効性及び内部通報の制度の適正な運用を確保するため、学識経験

者又は有識者の委員 3人以内をもって組織する「日野市コンプライアンス委員会」を設置しています。 

(1) 所掌事項 

① 市のコンプライアンス推進に対する検証及び助言に関すること 

② 市が行う内部統制の取組及び職員の不正行為等によって生じた事件又は事故の再発防止策に

対する意見に関すること 

③ 内部通報の制度の運用状況の確認に関すること ほか 

(2) 会議の開催状況 

＜第 1回＞ 

日 程 令和 6年 4月 17日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 令和 5年度第 1回定期監査の結果について 

⚫ 補助金制度の見直し（補助金ガイドライン）について 

⚫ 内部統制詳細スケジュール（令和 6年度）について 

 

＜第2回＞ 
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日 程 令和 6年 11月 8日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 内部通報制度の運用状況について 

⚫ 内部統制の取組（リスク事例）等について 

 

5 会議の開催 

内部統制の推進及び評価については、日野市内部統制推進本部（以下「推進本部」という。）及び日

野市内部統制推進委員会（以下「推進委員会」という。）を次のとおり開催し、実施しました。 

(1) 推進本部 

＜第 1回＞ 

日 程 令和 6年 5月 15日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 令和 5年度に発生（把握）したリスクの評価・対策について 

⚫ 令和 5年度内部統制評価報告書（案）について 

⚫ 日野市内部統制基本方針等の改正について 

⚫ 日野市内部統制運用マニュアルの改正について 

 

＜第2回＞ 

日 程 令和 7年 2月 10日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 令和 6年度に発生したリスクの評価・対策について 

⚫ 所管部署リスク評価の結果について 

⚫ 定期監査（令和 6年度第 1回）における指摘事項について 

⚫ 令和 7年度内部統制推進計画（案）について 

⚫ 令和 5年度報告書に対する監査委員の意見・対応について 

⚫ コンプライアンス委員会の意見について 

⚫ コンプライアンス月間における取組結果について 

 

＜補足：令和7年度第 1回＞ 

日 程 令和 7年 5月 19日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 令和 6年度に発生したリスクの評価・対策について 

⚫ 令和 6年度内部統制評価報告書（案）について 

 

(2) 推進委員会 

＜第 1回＞ 
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日 程 令和 6年 4月 18日 

場 所 日野市役所 5階 507会議室 

主 な 議 題 ⚫ 総務省ガイドラインの改定内容について 

⚫ 内部統制基本方針の改正（案）について 

⚫ 令和 6年度内部統制評価報告書の作成に向けて 

⚫ リスク事例等の報告・評価について 

⚫ 令和 6年度における重点再発防止対策リスクに関する取組内容の検討 

 

＜第2回＞ 

日 程 令和 6年 5月 10日 

場 所 日野市役所 5階 507会議室 

主 な 議 題 ⚫ 内部統制基本方針・マニュアルの改正（案）の前回からの修正案について 

⚫ リスク事例等の報告・評価について 

⚫ 令和 5年度内部統制評価報告書（案）について 

⚫ 令和 6年度における重点再発防止対象リスクに関する取組内容の検討 

 

＜第3回＞ 

日 程 令和 6年 7月 10日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 令和 6年度重点再発防止対象リスク「口頭発注・不正な見積徴取」に関す

る意見交換 

⚫ 令和 5年度内部統制評価報告書に関する監査委員ヒアリングについて 

 

＜第4回＞ 

日 程 令和 6年 8月 8日 

場 所 日野市役所 5階 501会議室 

主 な 議 題 ⚫ 令和 6年度重点再発防止対象リスク「口頭発注・不正な見積徴取」の対応

について 

⚫ リスク発生報告について 

 

＜第5回＞ 

日 程 令和 6年 10月 10日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 11月「コンプライアンス月間」の取組について 

⚫ リスク発生報告について 

 

＜第6回＞ 

日 程 令和 6年 11月 12日 
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場 所 日野市役所 5階 502会議室 

主 な 議 題 ⚫ 11月「コンプライアンス月間」の取組について 

⚫ リスク発生報告について 

 

＜第7回＞ 

日 程 令和 7年 1月 10日 

場 所 日野市役所 5階 502会議室 

主 な 議 題 ⚫ 11月「コンプライアンス月間」の取組結果について 

⚫ 第 1回定期監査の結果について 

⚫ 令和 7年度内部統制推進計画（案）スケジュールについて 

⚫ 内部統制推進本部会議に向けて 

⚫ リスク発生報告について 

 

＜第8回＞ 

日 程 令和 7年 2月 12日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ リスク発生報告について 

⚫ 発生リスクの未報告案件について 

 

＜補足：令和7年度第 1回＞ 

日 程 令和 7年 4月 22日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 内部統制制度の概要について 

⚫ 令和 6年度内部統制評価報告書の作成に向けて 

⚫ リスク事例等の報告・評価について 

⚫ 令和 7年度における重点再発防止対象リスクに関する取組内容の検討 

 

＜補足：令和7年度第2回＞ 

日 程 令和 7年 5月 8日 

場 所 日野市役所 4階 庁議室 

主 な 議 題 ⚫ 令和 7年度内部統制制度における管理部門リスク評価の在り方の見直しに

ついて 

⚫ リスク事例等の報告・評価について 

⚫ 令和 6年度内部統制評価報告書（案）について 

⚫ 令和 7年度における重点再発防止対象リスクに関する取組内容の検討 
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6 その他、普及啓発 

(1) 内部統制ニュースの発行 

庁内全体に情報共有すべきリスク事例等について、「内部統制ニュース」を庁内情報システムの庁

内掲示板に掲示することにより、全職員に対し周知しました。 

発行日 内容 

5/31 令和 5年度リスク事例の共有（No.8～21） 

11/1 コンプライアンス月間の啓発 

12/3 令和 6年度上半期の報道リスク事例の共有 

12/17 利害関係者からの物品等の授受に関する注意喚起 

3/18 令和 6年度第 1回定期監査の指摘事項 

3/31 令和 6年度リスク事例の共有（No.1～5） 

 

(2) 新入職員研修 

対 象 令和 6年度新入職員 

出 席 46人 

実 施 日 令和 6年 4月 1日 

場 所 日野市役所 5階 505会議室 

研 修 形 態 講義形式 

内 容 ⚫ 日野市における内部統制制度に関する基礎知識 

 

(3) 新任係長職研修 

対 象 令和 6年度新任係長職職員 

出 席 12人 

実 施 日 令和 6年 4月 11日 

場 所 日野市役所 1階 101会議室 

研 修 形 態 講義形式 

内 容 ⚫ 日野市における内部統制制度に関する基礎知識 

⚫ 内部統制上の係長の役割 

 

(4) 新任管理職研修 

対 象 令和 6年度新任管理職職員 

出 席 11人 

実 施 日 令和 6年 4月 17日 

場 所 日野市役所 1階 101会議室 
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研 修 形 態 講義形式 

内 容 ⚫ 日野市における内部統制制度に関する基礎知識 

⚫ 内部統制上の管理職の役割 
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III 内部統制の評価（全庁的な体制の整備） 

1 評価手法 

総務省ガイドラインの別紙 1「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項

目」を参照し、内部統制に係る日野市における全庁的な体制整備の状況について、「①統制環境」、「②

リスクの評価と対応」、「③統制活動」、「④情報と伝達」、「⑤モニタリング」及び「⑥ICTへの対応」の

6つの基本的要素から構成された 28の評価項目により評価しました。 

 

2 評価結果 

日野市における体制整備の状況は、全ての評価項目に対応し、例規やマニュアル等を定め、関係職員

への周知を行い、その内容に従った運用を行っていることが確認できたことから、評価基準日において

有効に機能していると評価しました（詳細は、資料 3『「全庁的な体制の整備に関する評価結果一覧」の

とおり）。 
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IV 内部統制の評価（業務レベルのリスク評価） 

1 評価手法 

(1) 管理部門における評価 

① 全庁における各部署で発生したリスクのうち管理部門（企画部［企画経営課、財政課、情報政

策課］、総務部［総務課、職員課、財産管理課、政策法務課］、会計課及び市立病院事務部［総

務課］）において把握したリスク事例について、把握した部署は、評価及び再発防止策の案を

「リスク事例評価シート」により作成し、推進委員会に報告しました。 

② 推進委員会では、当該事例の評価及び再発防止策について検討し、推進本部に報告しました。 

③ 推進本部において、最終的な確認を実施しました。 

(2) 各部署における評価 

① 推進委員会において、各部署において評価すべきリスクとして、令和 5 年度におけるリスク

の発生状況等を基に 5 項目のリスク（意思決定プロセスの無視、不適切な契約内容による業

務委託、不適切な価格での契約、システムによる計算の誤り、不十分な資産管理）を設定しま

した。 

② 各部署においてリスク評価を行い、再発防止策を講じました。 

③ 推進委員会において、各部署の評価結果及び再発防止策の対策状況を確認し、全庁としての

評価を行いました。 

④ 推進本部において、総評に関して最終的な確認を実施しました。 

(3) リスク評価の指標 

① 評価項目 

リスク評価については、次の 3項目の各項目で評価します。 

(ア) 市民影響度 

市民への被害（想定）額を 3段階で評価します。 

評価 判断基準 

3 2000万円以上 

2 100万円以上 2000万円未満 

1 100万円未満 

 

(イ) 発生可能性 

事案の性質により頻度又は再発する確率により 3段階で評価します。 
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【頻度】 

1回あたり 

処理量 

頻度 

判定要素 2 

ごく多量 

（約 1,000件／回以上） 

多量 

（約 100件／回以上） 

標準的 

（約 100件／回未満） 

判
定
要
素
1 

～ほぼ毎日 3 3 2 

～月に数回 3 2 1 

～年に数回 2 1 1 

 

【再発する確率】 

ルーティン性 

 

再発可能性 

判定要素 2 

イレギュラー 年次・月次・不定期 日次・週次 

判
定
要
素
1 

極めて高確率 3 3 2 

相当程度 

再発し得る 
3 2 1 

低確率 2 1 1 

 

(ウ) 重要度 

法令等の規定に抵触している程度により 3段階で評価します。 

 

評価 判断基準 

3 法・例規に反している 

2 要綱や通知に反している又は例規等が未整備 

1 運用が不適切 

 

② リスクが「重大」であるかの判断 

各評価項目の点数に関して、次に掲げる組合せに応じ、当該事例が「重大」なリスクである

か否かを判断します。「重大なリスク」とは、市民（市）に対し大きな経済的又は社会的不利

益を生じさせたものをいいます。 

 

重大なリスクと判断される評価項目の点数の組合せ（次のいずれか） 

市民影響度が 3 

発生可能性が 3かつ全評価の合計が 7以上 

重要度が 3かつ市民影響度が 2以上 
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2 評価結果 

(1) 管理部門における評価 

① 評価結果 

発生件数 11件（うち、重大な不備は 1件） 

※ 詳細は、資料 4「管理部門で把握したリスクの評価結果一覧」のとおり 

② 重大な不備の概要 

(ア) 公共用地の不法占拠状態の解消に係る対応（整備上の不備） 

【内容】 

平成 16年 1月から 10月にかけて、実行委員会形式(市が関与)で行われたイベント

の際、催し物の運営を実行委員会から委ねられていたNPO法人が、催し物に必要なも

のとしてイベント会場（公共施設予定地）内に建物を建設した。イベント終了後におけ

る実行委員会や市からの再三の原状回復、土地明渡の求めにも関わらず、同法人は当該

建物の撤去等の対応をとらず、公共施設として供用を開始『（平成 17年 4月）した後も

建物は存在し続け、供用を妨げる状態が継続していた。 

同法人とは平成 22年から音信不通となり、平成 30年には認証取消しによって法人

が解散していたことが令和 4年に判明。令和 5年に強制執行を見込んだ形での訴訟を

提起し、勝訴はしたものの、実質的に市の負担で撤去等の対応をせざるを得ない状態に

なってしまった。 

【再発防止策】 

➢ 公共用地に建築物や工作物を設置させイベント（※）を行わせるような興行者を

選定するにあたっては、過去の運営実績、財務諸表、納税状況、各種法令遵守状況

など、必要な書類の提出をさせることと合わせて、イベント事務局だけでなく、

占用させる許認可の担当課などを加えた、複数の目による選定体制を構築する。

※1週間以上の中・長期のイベントを想定 

➢ 実行委員会とイベント事業者間の契約において、事業終了後は速やかに原状復帰

させる契約内容とし、履行されない場合は、実行委員会の責任において撤去、ま

たは、速やかに訴訟提起するなど、イベント実施を目的とした実行委員会の設置

指針を策定し、職員間での共有を図る。 

➢ 長期間に渡り公共財産を占用するような転貸は原則として認めず、その場合は、

個別のイベント事業者と公共施設管理者との間で、直接賃貸借契約を締結するな

ど、責任の所在を明確にする形とする。 

➢ 本件のようなイレギュラーな問題に対しては、対応に一定の期間を要することを

前提に、以下の対応を行うこととする。 

① 最終的なゴールを明確にする（本件でいえば、土地の明渡+建築物の収去） 

② ゴールに至るプロセスとスケジュールを明確にする（本件でいえば、催告の後

に法的手続き（行政代執行）に移行すること） 

③ 上記①、②を明確にするにあたっては、必要に応じて関連する部署に協議・相



- 14 - 

 

談するとともに、必ず意思決定（決裁）を行い、その内容については関係者と

共有し、進行管理ができるようにする 

④ 人事異動等あっても継続的に対応ができるよう、③の内容や状況については、

確実に引き継ぐようにする 

 

(2) 各部署における評価 

① 評価手順 

(ア) 各部署に依頼と共に所管部署リスク評価シート作成マニュアルを配布し、マニュアル

に則って各部署においてリスク評価を行い、再発防止策を実施しました。 

(イ) 所管部署リスク評価の内容について、推進委員会及び推進本部により対策の実施状況

及び評価内容の確定を行いました。 

② 評価対象リスク 

推進委員会に置いて、令和 5 年度のリスク発生状況等から、内部統制マニュアルに記載の

リスクから計 5項目を設定し、リスク評価を行いました。 

 

連番 評価対象リスク 説明 

1 意思決定プロセスの

無視 

意思決定は、行政処分等の公権力の行使はもちろんのこと、契

約や事業実施決定など、「組織としての行動」の起点として必ず

必要になります。そのプロセスは、事務決裁規程等の規程があり、

これに従った決裁等の手続きがあって初めて「組織としての行

動」になります。 

契約等の行為を、決裁なく進めていませんか。契約関係以外で

も、事務決裁規程等の規程を無視して、独自ルールで意思決定を

「したことにする」ような運用はされていませんか。今一度、ご

確認をお願いします。 

2 不適切な契約内容に

よる業務委託 

本リスクには、契約だけでなく補助金交付等も含めます。 

契約内容は基本的には自由ですが、その背景には様々な法令、

規程があります。例えば、消費税法や、補助金交付要綱が背景に

あり、これにそぐわない契約等をしてしまうことが本項目に該当

します。 

契約や交付決定をしたものの、実はその内容が何らかの法令、

例規、通知等に違反していた、ということはないでしょうか。そ

のような観点から、ご確認をお願いいたします。 

3 不適切な価格での契

約 

行政活動には、地方自治法を引くまでもなく、効率性・経済性

が求められます。例えば、開かれた競争入札を適切に行い、市場

原理を適切に働かせることはその一環です。 

しかしその一方で、本来支払うべきものはきちんと経費に乗せ

てお支払いし、法令順守はもちろん、官製ワーキングプアの発生
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防止にも目を向ける必要があります。例えば、消費税や当該事業

に必要な経費は、適切に計上して契約等する必要があります。 

プロポーザルを含む様々な競争手続きにおいて、不適切な取り

扱いをすることにより効率的な契約が阻害されていないでしょ

うか。また、必要な経費を支払うことなく事業者負担を増加させ

てはいないでしょうか。 

 

4 システムによる計算

の誤り 

行政の効率化に向けて、電子化は多くの分野で進んでいます。

特に、住民情報システム e-Suiteをはじめとした業務システムの

導入は、今後もガバメントクラウドなど、より広域、広範な事務

に広がっていくことが見込まれます。 

その中にあって、私たちが行う行政事務の仕組みの構築をシス

テムベンダーに依存してしまい組織内部の法制度への理解の精

度が落ちたり、システムを信頼するがあまり作業ミス（入力ミス

や設定ミス）に気づきにくくなったり、という点が懸念されます。 

システムは人が作った道具であり、それで何をどのように成す

かは、あくまでも私たち市職員の責務です。道具自体が正しく作

動するかの検証、また、その「使い方」を誤らないようにする必

要があります。 

5 不十分な資産管理 備品関連の定期監査での指摘が後を絶ちません。 

備品を含む各資産は適切に管理される必要があり、備品が無断

廃棄されていたり行方不明になっていたりすると、「市民財産の

毀損」となってしまいます。 

所管部署リスク評価として本件を取扱い、今一度、備品管理が

きちんとされているか、されていない場合はその対応をお願いす

るものです。 

 

③ 評価結果 

評価の結果、全庁において発生したリスクは合計 23件でした。 

うち、重大なリスクとして評価されたのは 3 件でした。なお、いずれも本年度又は昨年度

に管理部門リスク評価により把握していた事案であった（公共用地の不法占拠状態の解消に

係る対応／プロポーザルで選定した契約候補者とは別の事業者を契約の相手方とする契約依

頼／消費税課税誤り）ため、ここでの詳細な説明は割愛します。 

各リスク評価項目「市民影響度」「発生可能性」「重要度」のそれぞれの平均値は 1点台にと

どまっており、全体としてはリスクの程度は軽易であったものと評価しています。ただし、リ

スク分類「意思決定プロセスの無視」のみを抽出すると、いずれの評価項目も平均 2 点以上

となっており、比較的リスクの程度は重大であったものと評価しています。 

令和 7年 5月 19日時点で対策を完了している件数は 19件であり、83%のリスクについ

ては対策を完了しています。 
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※ 詳細は、資料 5「所管部署リスク評価結果一覧」のとおり。 

 

No. リスク 
所管部署の

リスク件数 

市民影響度 

（平均） 

発生可能性 

（平均） 

重要度 

（平均） 

重大 

リスク 

件数 

1 意思決定プロセ

スの無視 
3件 2.33 2.33 2.00 2件 

2 不適切な契約内

容による業務委

託 

6件 1.17 1.50 1.83 1件 

3 不適切な価格で

の契約 
2件 1.00 1.00 1.50 0件 

4 システムによる

計算の誤り 
2件 1.00 1.00 1.00 0件 

5 不十分な資産管

理 
10件 1.00 2.20 1.50 0件 

 
合計/平均 23件 1.30 1.61 1.57 3件 

 

  整備上のリスク 運用上のリスク 合計 
 

うち対策未了 

 

うち対策未了 

 

うち対策未了 

全庁的リスク 1件 0件 13件 1件 14件 1件 

個別的リスク 0件 0件 9件 3件 9件 3件 

合計 1件 0件 22件 4件 23件 4件 

 

※全庁的リスク・個別的リスクの考え方 

全庁的リスク 
全庁的に共通するリスクであり、当該リスクの性質に照らし全庁に共

有することで再発防止に大きく寄与すると考えられるもの 

個別的リスク 

当該部署でのみ検討されれば足りるリスクであり、当該リスクの性質

に照らし全庁に共有しても再発防止にあまり寄与しないと考えられる

もの 

 

  



- 17 - 

 

V 資料 

 

資料番号 資料名 

資料 1 日野市内部統制基本方針 

資料 2 内部統制取組項目実績一覧 

資料 3 全庁的な体制の整備に関する評価結果一覧 

資料 4 管理部門で把握したリスク評価結果一覧 

資料 5 所管部署リスク評価結果一覧 

資料 6 内部統制モニタリング指標（令和 6年度） 

 資料 6-1 令和 6年度日野市行政評価結果報告書 

 資料 6-2 令和 6年度内部統制職員意識調査 調査結果 

 資料 6-3 令和 6年度第 1回定期監査報告書 

 資料 6-4 令和 6年度第 2回定期監査報告書 

資料 7 内部統制ニュース一覧 

資料 8 管理部門リスク事例評価シート（様式） 

資料 9 所管部署リスク評価シート（様式） 

 



日野市内部統制基本方針 

 

 

 日野市は、事務事業の適正な執行を確保し、内部統制の４つの目的（①業務の

効率的かつ効果的な遂行、②報告の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、

④資産の保全）を達成するため、既存システムの強化方針を地方自治法第 150 条

第２項の規定に基づく方針として次のように定めます。 

 今後は、この方針に基づき、地方自治法に規定する内部統制の機能の充実を図

ってまいります。 

 

１ 行政評価システム 

(1) 税収をはじめ、限りある財源を有効活用し、その中で最大の市民満足度を得

るため、事務事業の所管部署、市民及び市により事務事業等の目標・手法・成

果等を検証することで、有効性及び効率性の確保に繋げます。 

 

２ 財務・政策情報の管理 

(1) 予算編成から契約、会計事務などの財務に関する業務プロセスにおいて、公

金支出等のルールを明確にし、また予算の適正な執行管理を行うなどの財務

に関するルールを適切に運用することで、財務報告の信頼性を確保します。 

(2) 政策検討・形成・実施状況に係る記録等の作成、保存、公表を徹底すること

により、非財務報告の信頼性を確保します。 

 

３ 法令遵守・コンプライアンス 

(1) 法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹底、職務情報の適正管理や交

通法規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライアンスの推進に向け、

組織的に取り組みます。 

 

４ 資産の適切な管理 

(1) 資産の取得、活用及び処分のルールを明確にし、市が保有する資産について

適切に保存、管理します。 

 

 

  ２０２１年（令和３年）  ８月 ２３日制定 

  ２０２４年（令和６年）  ７月  １日改正 

 

 

                  日野市長  大坪 冬彦  



日野市内部統制基本方針（別紙） 

 

 

 市民の信頼と期待を寄せられる市役所づくりのためには、職員の不祥事や事務処理上の

ミス、窓口応対トラブルなど行政運営上の様々なリスクを未然に防止するとともに、その

被害を最小限にとどめるための体制づくりや対応策を事前に確立しておくことが重要と

なります。 

 これまでも、日野市（以下、「市」という。）では、地方自治法をはじめとする法令に則

った職務の遂行に加え、事務の適正な管理及び執行のために例規等を整備してきました。

また、事務の適正な管理及び執行について管理部門による確認を行うなどの取組を行って

きたところですが、業務に対する認識不足や理解不足、法令遵守の意識の不足等を原因と

して、さらには職場におけるチェックや管理体制の不足によって、不適切な事務処理や不

祥事が発生しました。 

 そのため、市では過去に発生した事案を教訓とし、これから起こり得る不祥事や不適切

な事務処理を事前に回避する、又は発生しても速やかに組織的に対応し、軽減する体制で

ある「内部統制」を構築していくことは、市民からの信頼を得る上でも非常に重要である

と考え、事務事業の適正な執行を確保し、内部統制の４つの目的（①業務の効率的かつ効

果的な遂行、②報告の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全）を達

成するため、地方自治法第 150条第２項の規定に基づく「日野市内部統制基本方針」を策

定しました。 

今後はこれまでの市における取組に加え、内部統制評価報告書の作成や市議会への提

出・公表等を、下記により実施することとします。 

 

記 

 

第１ 内部統制の目的 

   法令及び市の各種例規や制度等を遵守し、事務の適正な管理及び執行に着実に取り

組むとともに、内部統制の取組状況について、毎年度内部統制評価報告書として市議

会に提出し、市民に公表することにより、信頼される市政の実現を目指す。 

 

第２ 内部統制の対象とする事務 

① 財務に関する事務 

② ①以外の事務であって、リスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務 

 

第３ 対象組織 

   全組織（市立病院を含む）とする。 

  



第４ 内部統制の運用 

   従来からの財務に関する事務の適正な管理・執行の取組みに加え、全庁的な体制に

よる、①統制環境の整備 ②統制の運用 ③統制の評価 ④公表 の４つの取組を制

度化する。 

 

第５ 評価対象期間・評価基準日 

評価対象期間は、会計年度（毎年４月１日から翌年３月 31日まで）とする。 

評価基準日は、会計年度末の３月 31 日とする。なお、法第 235 条の 5 に規定する

出納閉鎖までの整理事項は、評価基準日までに整理されたものとする。 

なお、過年度に発生した重大な不備に相当する不適切な事項を把握した場合、当該

不適切な事項に関しても評価を行う。 

 

第６ 内部統制の推進体制 

   日野市長を内部統制の統括責任者とする推進体制を構築し、それぞれの役割分担の

もと、組織的に内部統制を推進する。 

 

項目 役割 

市長 日
野
市
内
部
統
制
推
進
本
部 

本
部
員 

 

・日野市内部統制の統括責任者 

・全職員に対し、内部統制構築のため、必要な施策の実施を指示 

・日野市内部統制推進本部本部長 

副市長  
・市長を補佐 

・日野市内部統制推進本部副本部長 

教育長  ・日野市教育委員会の責任者 

市立病院院長  
・日野市立病院の責任者 

・院内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

部長 

市立病院事務長 
日
常
的
内
部
統
制
の
推
進 

・各部の責任者 

・部職員に対し、内部統制の構築に関する具体的な取組を指示 

・部内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

課長 

・課における内部統制の責任者 

・所属職員に対する内部統制構築のための具体的な取組を指示 

・日々の業務のチェック、日常的モニタリングの実施 

職員 
・リスク対応の実施 

・日々の業務における日常的モニタリングの実施 

日野市内部統制推進本部 

・内部統制の方針の策定に関すること。 

・内部統制の整備及び運用に関すること。 

・内部統制の整備状況及び運用状況の評価に関すること。 

日野市内部統制推進委員会 
・推進本部の所掌する事項の検討及び報告 

・内部統制に関して実施する事務についての検討 



 

第７ 監査委員との連携 

   内部統制の推進にあたっては、必要に応じて監査委員への情報提供や意見交換を行

う。 

 

第８ 内部統制評価報告書の市議会への提出及び公表 

  １ 法第 150条第 5項の規定に基づき、内部統制評価報告書について、内部統制の評

価手続及び重大な不備の判断が適切に行われているか監査委員の審査に付す。 

  ２ 法第 150条第 6項の規定に基づき、上記１により監査委員の審査に付した内部統

制評価報告書に監査委員の意見を付けて、直近に開会される市議会定例会に提出す

る。 

  ３ 上記２により市議会に提出した報告書は、市議会へ提出後遅滞なく、市のホーム

ページで広く市民に公表する。 

 

【制定（改正）履歴】 

制定（改正）年月日 決裁番号 備考 

令和 3年（2021年）8月 23日 日企企第 142号 制定 

令和 5年（2023年）4月 28日 日企企第 452号 一部改正 

令和６年（２０２４年） ７月１日 日企企第 94号 一部改正 

 



内部統制 詳細スケジュール（令和6年度）

行政評価システム 公金・予算管理 法令遵守・コンプライアンス 資産の適切な管理 主要イベント

上 ・【行政評価】対象事業募集（企画経営課）

・予算執行方針等（補正見積編成方針）（財政課）
・予算執行計画作成（財政課）
・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・予算執行計画作成（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・新任研修①（文書・契約）（総務課）
・昇任時研修（文書・契約）（総務課）
・4/1-3新任研修（職員課）
・外部相談窓口の職員への周知（職員課）
・本庁舎の防火管理【新任研修】（財産管理課）
・庁用車の安全運転について【新任研修】（財産管理課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・新人オリエンテーションの実施（病院 総務課）

・【研修】新入職員向け情報セキュリティ研修(集合)（情報政策課）

・推進委員会①
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中
・係長、管理職昇任者研修（新規。予算執行管理、予算編成等の留意点をテーマ）（財政
課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・コンプライアンス委員会会議（政策法務課）
・4/11，17昇任時研修（係長昇任、管理職昇任）（職員課）
・第1回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病院
総務課）

・財産に関する調書（土地・建物）作成【調査・回答】（財産管理課）
・設備及びリース台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・長期休暇における防火対策について【通知啓発】（財産管理課）
・院内法務相談体制の周知（病院 総務課）

・【監査】内部監査（子育て職場含む）開始（情報政策課）
・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・【研修】特定個人情報事務取扱担当者向け研修(動画)（情報政策課）

・推進委員会②
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中
・予算未執行リストの作成について（予算執行状況確認）（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【指定管理検査】指定管理施設の履行状況検査（企画経営課）
・第2回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・本部会議①
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下 ・【行政評価】対象事業選定（企画経営課）
・【定期監査】指摘事項の改善報告（前年度第2回）（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）

・【会議】第1回情報セキュリティ対策本部会議開催(外部監査結果報告ほか)（情報政策
課）
・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・第1回情報セキュリティ研修（病院 総務課）

・【研修】前期情報管理者向け情報セキュリティ研修(動画)（情報政策課）
・【研修】対象者別情報セキュリティ研修(JLIS動画)（情報政策課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中
・9月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・前年度の手戻り率・主な返却理由周知（会計課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・第3回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）

・監査受審
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下 ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・推進委員会③
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・第４回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・固定資産台帳（土地・建物）整備【調査・回答】（財産管理課）
・（リスク事例発生
時のみ）部間連携
情報交換会

下 ・予算編成方針（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・入札及び契約等監視委員会（総務課）
・新任研修②（文書）（総務課）
・7/26新人研修（文書管理）（職員課）

・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・【行政評価】市民意見公募（企画経営課） ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・第２回情報セキュリティ研修（病院 総務課）

・【研修】対象者別情報セキュリティ研修(動画/テキスト)（情報政策課）

・推進委員会④
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中
・公金等の取扱いに関する検査（課内検査実施）（会計課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・新任研修②（契約）（総務課）
・8/14新人研修（契約）（職員課）
・第５回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下 ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

R6.8

R6.4

R6.5

R6.6

R6.7
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行政評価システム 公金・予算管理 法令遵守・コンプライアンス 資産の適切な管理 主要イベント

上 ・【行政評価】市民評価意見集約（企画経営課）
・12月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・【研修】対象者別情報セキュリティ研修(集合)（情報政策課）
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・第６回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下 ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・第1回ハラスメント研修の実施（総務課、安全衛生委員会事務局合
同）（病院 総務課）

・【研修】後期情報管理者向け情報セキュリティ研修(動画)（情報政策課）

・推進委員会⑤
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・自衛消防訓練（避難訓練）【訓練啓発】（財産管理課）
・第７回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・院内法務相談体制の周知（病院 総務課）

・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・【行政評価】本部評価ヒアリング（企画経営課） ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・コンプライアンス委員会会議（政策法務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・第３回情報セキュリティ研修（病院 総務課）

・【資産管理】情報資産台帳の整備及びUSBメモリ利用見直し（情報政策課）

・推進委員会⑥
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・第８回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・内部統制研修
・所属リスク評価
職員意識調査
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下 ・【行政評価】本部評価確定（企画経営課） ・３月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・【内部統制】内部統制研修・所属リスク評価・職員意識調査（企画経
営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）

・【会議】第2回情報セキュリティ対策本部会議開催(内部監査結果報告ほか)（情報政策
課）
・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・12/5ハラスメント苦情相談員研修（職員課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・契約事務説明会（総務課）
・第９回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【定期監査】監査結果受理（第1回）（企画経営課）
・長期休暇における防火対策について【通知啓発】（財産管理課）

・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・入札及び契約等監視委員会（総務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・第４回情報セキュリティ研修（病院 総務課）

・【監査】外部監査開始（情報政策課）

・推進委員会⑦
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・第10回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・重要備品検査実施（会計課）
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下
・【行政評価】行財政改革推進本部会議 評価結果報告（企画経
営課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・1/14-31ハラスメント防止対策研修（職員課）

・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上
・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・会計事務に関する研修実施（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・推進委員会⑧
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

R6.9

R6.10

R6.11
（コンプ
ライア
ンス月

間）
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行政評価システム 公金・予算管理 法令遵守・コンプライアンス 資産の適切な管理 主要イベント

中 ・【行政評価】評価結果公表（企画経営課） ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・第11回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・【訓練】ICT-BCP訓練(課内机上訓練)（情報政策課）

・本部会議②
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下 ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・公印関連手続きに関する庁内周知（総務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・安全運転講習会（適性検査・実技指導）【研修】（財産管理課）
・第2回ハラスメント研修の実施（総務課、安全衛生委員会事務局合
同）（病院 総務課）

・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

中
・繰越明許費繰越調書の提出について（予算執行状況確認）（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【内部統制】定期監査指摘事項の共有（企画経営課）
・第12回セーフティマネジメント部会（インシデントレポート報告）（病
院 総務課）

・建築営繕課に対する公共施設(建物)等の新築・増築・解体の確認作業（財産管理課）
・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

下

・【定期監査】指摘事項の改善報告（第1回）（企画経営課）
・【定期監査】監査結果受理（第2回）（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・院内法務相談体制の周知（病院 総務課）

・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

・（リスク事例発
生時のみ）部間連
携情報交換会

R7.3
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全庁的な体制整備に関する評価

基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

１－１ 長は、地方公共団体が事務を適正に管理

及び執行する上で、誠実性と倫理観が重要であ

ることを、自らの指示、行動及び態度で示して

いるか。

①内部統制本部会議の本部長として、「法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹

底、職務情報の適正管理や交通法規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライア

ンスの推進に向け、組織的に取り組」む旨、市長名で基本方針を令和3年8月に策定し

た。

②その基本方針の下、令和6年度の内部統制の推進・評価について、最高責任者として内

部統制本部会議の運営を通じ、各種取組を進めている。

③制度の整備としては、内部通報制度を令和3年6月から施行し、コンプライアンス委員

会を令和4年9月に設置し、コンプライアンスの推進に取り組んでいる。

④庁内情報システムの庁内掲示板「市長より」に、随時、職員向けにメッセージを掲示

している。「市長の一言」として、目安箱への職員の投稿に対する回答を中心に令和6年

度は17回発信し、職員と誠実な対話を実践している。

１－２ 長は、自らが組織に求める誠実性と倫理

観を職員の行動及び意思決定の指針となる具体

的な行動基準等として定め、職員及び外部委託

先、並びに、住民等の理解を促進しているか。

①職員の理解促進のため、日野市職員服務規程を制定している。

②外部委託先の理解促進のため、日野市公契約条例を制定している。

③住民等の理解促進のため、SDGs未来都市として内閣総理大臣より選定されている。

１－３ 長は、行動基準等の遵守状況に係る評価

プロセスを定め、職員等が逸脱した場合には、

適時にそれを把握し、適切に是正措置を講じて

いるか。

①日野市懲戒処分の指針、日野市職員の分限処分に関する指針、日野市職員の懲戒処分

等に関する公表基準を定め、当該指針等に基づき、処分を行っている。

②日野市内部統制マニュアルにおいて、管理部門に対してリスク事例の把握・推進委員

会への報告・評価・再発防止策の全庁への周知による是正措置を定め、それに従った運

用を行っている。

Ⅰ 統制環境 １ 長は、誠実性と倫理観

に対する姿勢を表明して

いるか。

資料３
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

２－１ 長は、内部統制の目的を達成するために

適切な組織構造について検討を行っているか。

日野市組織条例、日野市組織規則を定めている。また、能率的な組織の構築に向け、随

時組織改正に関する検討を行い、当該例規に反映している。

２－２ 長は、内部統制の目的を達成するため、

職員、部署及び各種の会議体等について、それ

ぞれの役割、責任及び権限を明確に設定し、適

時に見直しを図っているか。

①日野市組織条例、日野市組織規則、日野市事務決裁規程等を定め、部署、職員の役

割、責任及び権限を明確に設定している。また、能率的な組織の構築に向け、随時検討

を行い、当該例規に反映している。

②日野市庁議等に関する規則等、各会議体について例規・要綱を整備し、会議体及び構

成員の役割、責任及び権限を設定し、随時見直しを図っている。

３－１ 長は、内部統制の目的を達成するため

に、必要な能力を有する人材を確保及び配置

し、適切な指導や研修等により能力を引き出す

ことを支援しているか。

①人材の確保に向け、毎年度、採用すべき職員を日野市採用職員試験要領に定め、市

ホームページに公表している。

②日野市人材育成基本方針を定め、方針に従った配置、研修を実施している。

③内部統制制度や公文書管理、予算、契約等に関する研修内容を新入職員及び昇任職員

に対して実施している。

３－２ 長は、職員等の内部統制に対する責任の

履行について、人事評価等により動機付けを図

るとともに、逸脱行為に対する適時かつ適切な

対応を行っているか。

①毎年度、人事評価制度実施マニュアルを定め、組織目標に紐づけた評価を行うことに

より、履行の動機づけを図っている。

②逸脱行為を把握した場合は、日野市懲戒処分の指針等に則して、適時かつ適切な対応

を行っている。

③内部通報制度を導入し、逸脱行為の把握及び対応の強化を図っている。

４－１ 組織は、個々の業務に係るリスクを識別

し、評価と対応を行うため、業務の目的及び業

務に配分することのできる人員等の資源につい

て検討を行い、明確に示しているか。

財政再建計画・第６次行財政改革大綱実施計画において、改革対象事業として「計画的

な定員管理と職員の適正配置」を定めている。

４－２ 組織は、リスクの評価と対応のプロセス

を明示するとともに、それに従ってリスクの評

価と対応が行われることを確保しているか。

日野市内部統制マニュアルにおいて、管理部門及び各部署におけるリスク評価・再発防

止策の検討・全庁での情報共有に関して定め、その規定に従った運用を行っている。

Ⅰ 統制環境

２ 長は、内部統制の目的

を達成するに当たり、組

織構造、報告経路および

適切な権限と責任を確立

しているか。

３ 長は、内部統制の目的

を達成するにあたり、適

切な人事管理及び教育研

修を行っているか。

４ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクの評価と

対応ができるように、十

分な明確さを備えた目標

を明示し、リスク評価と

対応のプロセスを明確に

しているか。

Ⅱ リスクの評

価と対応
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

５－１ 組織は、各部署において、当該部署にお

ける内部統制に係るリスクの識別を網羅的に

行っているか。

日野市内部統制マニュアルにおいて、各部署において識別すべきリスクについて網羅的

に例示している。

５－２ 組織は、識別されたリスクについて、以

下のプロセスを実施しているか。1) リスクが過

去に経験したものであるか否か、全庁的なもの

であるか否かを分類する2) リスクを質的及び量

的（発生可能性と影響度）な重要性によって分

析する3) リスクに対していかなる対応策をとる

かの評価を行う4) リスクの対応策を具体的に特

定し、内部統制を整備する

各部署における使用する様式「所管部署リスク評価シート」を定め、次の内容を記載し

て評価を行っている。

1)① リスクが過去に経験したものであるか否かの分類

1)②全庁的なものであるか否かの分類

2) リスクを質的及び量的（発生可能性と影響度）な重要性によって分析する

3) リスクに対していかなる対応策をとるかの評価を行う

4) リスクの対応策を具体的に特定し、内部統制を整備する

５－３ 組織は、リスク対応策の特定に当たっ

て、費用対効果を勘案し、過剰な対応策をとっ

ていないか検討するとともに、事後的に、その

対応策の適切性を検討しているか。

日野市内部統制推進本部設置要綱において、リスク対応策については、各部署で検討さ

れたものを内部統制推進委員会、内部統制推進本部会議において確認、検討を行うよう

定めている。

６ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクの評価と

対応のプロセスにおい

て、当該組織に生じうる

不正の可能性について検

討しているか。

６－１ 組織において、自らの地方公共団体にお

いて過去に生じた不正及び他の団体等において

問題となった不正等が生じる可能性について検

討し、不正に対する適切な防止策を策定すると

ともに、不正を適時に発見し、適切な事後対応

策をとるための体制の整備を図っているか。

①日野市内部統制マニュアルにおいて、各部署において発生した不正等について、管理

部門で把握し、全庁に周知することで対策を講じる旨、定めている。

②他団体等において問題となった不正等であって、周知を要すると判断される事案につ

いては、企画経営課より全庁に周知することにより啓発を行っている。

５ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクについ

て、それらを識別し、分

類し、分析し、評価する

とともに、評価結果に基

づいて、必要に応じた対

応をとっているか。

Ⅱ リスクの評

価と対応
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

７－１ 組織は、リスクの評価と対応において決

定された対応策について、各部署において、実

際に指示通りに実施されていることを把握して

いるか。

各部署より「所管部署リスク評価シート」により報告されたリスクについては、当該年

度終了後、同シートに実施日を入力して再度提出してもらうことにより、実施を確認し

ている。

７－２ 組織は、各職員の業務遂行能力及び各部

署の資源等を踏まえ、統制活動についてその水

準を含め適切に管理しているか。

①所管部署によるリスク評価においては、各部署において対策を検討していることか

ら、各部署の資源を考慮した対策となっているものと想定される。

②管理部門による「リスク事例評価シート」を用いたリスク評価においては、対策を検

討する過程で、各部署からヒアリングを実施することにより、各部署の資源を考慮し、

対策の水準を設定している。

８－１ 組織は、内部統制の目的に応じて、以下

の事項を適切に行っているか。1) 権限と責任の

明確化2) 職務の分離3) 適時かつ適切な承認4)

業務の結果の検討

1)権限と責任の明確化については、日野市組織条例、日野市組織規則、日野市事務決裁

規程等を定めることにより明確化している。

2)職務の分離については、「新　人事評価制度　職務の級別「求められる能力」表

（能力評価項目）」により、各職層・職務に求められる能力を定めている。

3)適時かつ適切な承認については、日野市文書管理規則により、各部署の課長の下、迅

速に処理すべきことを定め、また、日野市事務決裁規程等により承認者を定めている。

4)業務の結果の検討については、各計画のPDCAサイクル、予算編成時または決算時の各

業務の結果検証、行政評価における検証の中で実施している。

８－２ 組織は、内部統制に係るリスク対応策の

実施結果について、担当者による報告を求め、

事後的な評価及び必要に応じた是正措置を行っ

ているか。

各部署で把握したリスクについては「所管部署リスク評価シート」において対策担当者

を記載することとしている。当該年度終了後、同シートに実施日を入力して再度提出し

てもらうことにより、対策担当者による実施を確認している。

７ 組織は、リスクの評価

及び対応において決定さ

れた対応策について、各

部署における状況に応じ

た具体的な内部統制の実

施とその結果の把握を

行っているか。

８ 組織は、権限と責任の

明確化、職務の分離、適

時かつ適切な承認、業務

の結果の検討等について

の方針及び手続を明示し

適切に実施しているか。

Ⅲ 統制活動
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

９－１ 組織は、必要な情報について、信頼ある

情報が作成される体制を構築しているか。

日野市文書管理規則において、課長が中心となり、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務

が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理すべき旨、定めている。また、係

長を文書取扱者として定め、文書等の審査、整理、保存、利用、引継ぎ及び廃棄を適正

に行う体制を構築している。

９－２ 組織は、必要な情報について、費用対効

果を踏まえつつ、外部からの情報を活用するこ

とを図っているか。

①日野市市民の声の設置及び処理に関する規程を定め、広聴を行っている。

②日野市パブリックコメント手続要綱を定め、市の重要な政策等に関する意見聴取を行

い、政策形成に反映している。

９－３ 組織は、住民の情報を含む、個人情報等

について、適切に管理を行っているか。

個人情報保護法及び日野市個人情報保護法施行条例に基づき、当該法令等に即した管理

を行っている。

10－１ 組織は、作成された情報及び外部から入

手した情報が、それらを必要とする部署及び職

員に適時かつ適切に伝達されるような体制を構

築しているか。

①電子メール取扱実施手順等を定め、WEBメールシステムを導入し、インターネット経

由で電子メールを各部署が受信することを可能としている。

②Garoon情報共有運用方針を定め、庁内情報システムを導入し、各職員が広く全庁に情

報を発信することを可能としている。

③日野市文書管理規則により、文書等の到達、収受、作成、各部署への発信等について

定め、情報を適切に伝達している。

10－２ 組織は、組織内における情報提供及び組

織外からの情報提供に対して、かかる情報が適

時かつ適切に利用される体制を構築するととも

に、当該情報提供をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制

を構築しているか。

日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例を制定し、情報提供者

の不利益取扱いを禁止している。なお、この規定の適用範囲は、委託業者や指定管理者

の従業者等の組織外の者を含む。

９ 組織は、内部統制の目

的に係る信頼性のある十

分な情報を作成している

か。

10 組織は、組織内外の情

報について、その入手、

必要とする部署への伝達

及び適切な管理の方針と

手続を定めて実施してい

るか。

Ⅳ 情報と伝達
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

11－１ 組織は、内部統制の整備及び運用に関し

て、組織の状況に応じたバランスの考慮の下

で、日常的モニタリングおよび独立的評価を実

施するとともに、それに基づく内部統制の是正

及び改善等を実施しているか。

①日常的モニタリングとして、各部署において、事務決裁規程等に基づく統制を行って

おり、決裁の過程で判明した不備については、決裁者より担当者に対し是正指示がなさ

れ、担当者により是正されている。

②日常的モニタリングとして、会計課による会計審査が行われており、審査の結果不備

が判明した場合は、所管部署において是正を行っている。

③独立的評価として、監査委員により、地方自治法に基づく監査が実施されている。監

査の結果、改善を要するものとして勧告、意見、要望を受けた場合、所管部署において

改善措置を講じ、報告を行っている。

④独立的評価として、日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例

に基づき、行政監察員による内部通報案件の調査において、改善を要するものとして是

正勧告を受けた場合、所管部署において改善措置を講じ、報告を行っている。また、必

要に応じて内部通報の受理案件及び内部統制のリスク評価事例についてコンプライアン

ス委員会に報告し、その対応や再発防止策に関する意見を是正、改善につなげている。

11－２ モニタリング又は監査委員等の指摘によ

り発見された内部統制の不備について、適時に

是正及び改善の責任を負う職員へ伝達され、そ

の対応状況が把握され、モニタリング部署又は

監査委員等に結果が報告されているか。

①会計課による審査の結果、不備が判明した場合は、各所属に速やかに返戻されてい

る。

②監査委員による監査結果については、企画経営課において受け付け、速やかに監査受

審部署に伝達されている。監査受審部署による改善に関する報告は企画経営課で対応状

況を確認の上取りまとめ、監査委員に対し報告がなされている。

③行政監察員による内部通報案件の調査結果において是正勧告があった場合、政策法務

課から担当課へ速やかに伝達されている。伝達を受けた担当課は是正措置対応について

検討し、その結果を政策法務課を通じて行政監察員に対し報告している。

Ⅴ モニタリン

グ

11 組織は、内部統制の基

本的要素が存在し、機能

していることを確かめる

ために、日常的モニタリ

ングおよび独立的評価を

行っているか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

12－１ 組織は、組織を取り巻くICT 環境に関し

て、いかなる対応を図るかについての方針及び

手続を定めているか。

①日野市情報化推進本部においてDX推進計画を策定し、ICT環境の変化への対応を組織

的に進めている。

②日野市情報セキュリティ対策本部の下、日野市情報セキュリティ基本方針、対策基準

等を定めている。

12－２ 内部統制の目的のために、当該組織にお

ける必要かつ十分なICT の程度を検討した上

で、適切な利用を図っているか。

ICTに関する予算措置にあたり、情報政策課による事前協議を実施している。

12－３ 組織は、ICT の全般統制として、システ

ムの保守及び運用の管理、システムへのアクセ

ス管理並びにシステムに関する外部業者との契

約管理を行っているか。

ICTに係る業務の契約に当たっては、情報セキュリティ基本方針等の遵守について、仕様

書中に必ず定めることとしている。

12－４ 組織は、ICT の業務処理統制として、入

力される情報の網羅性や正確性を確保する統

制、エラーが生じた場合の修正等の統制、マス

ター・データの保持管理等に関する体制を構築

しているか。

情報セキュリティ対策基準等により、情報資産の適切な管理について、技術的、人的、

物理的な観点から定めている。

※　総務省ガイドライン（別紙１） 地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目による。

Ⅵ ICT への対

応

12 組織は、内部統制の目

的に係るICT 環境への対

応を検討するとともに、

ICT を利用している場合

には、ICTの利用の適切

性を検討するとともに、

ICT の統制を行っている

か。
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管理部門で把握したリスクの評価結果一覧（概要）　（令和6年度）

(1) 発生件数 11 件 （前年度：21 件）

(2) うち、重大な不備 1 件 （前年度：3 件）

(3) 不備の内訳（種類別）

不備の種類 件数

整備上 4 件

運用上 7 件

(4) リスク評価の詳細

評価 市民 影響度 発生 可能性 重要度

3 0 件 3 件 2 件

2 1 件 4 件 9 件

1 10 件 4 件 0 件

【市民影響度】
市民への被害（想定）額を、3段階で評価する。
1＝100万円未満、２＝100万円以上・2000万円未満、３＝2000万円以上

【発生可能性】
事案の性質により頻度または再発する確率により3段階で評価する。
頻度は、週・月・年単位で起こり得るか、また発生時の件数は、100件未満か、100以上1000件
未満か、1000件以上かの組み合わせにより評価する。
再発する確率は、25％未満、25%以上75％未満、75％以上であって、イレギュラー処理、月
次・年次処理か、日次処理かの組み合わせにより評価する。

【重要度】
法令等の規定に抵触している程度により3段階で評価する。
１＝運用が不適切、2＝要綱や通知に反しているまたは例規等が未整備、3=法・例規に反してい
る。

　【整備上の不備】例規等の未整備など
　【運用上の不備】例規等は整備されているが、その運用の過程に不適切な部分があったもの

【重大な不備】
市民（市）に対し大きな経済的または社会的不利益を生じさせたもの。
各リスク評価項目に関して次の評価であるものをいう。
市民影響度が3、発生可能性が３かつ全評価の合計が7以上、または重要度が３かつ市民影響度
が２以上

資料4
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管理部門で把握したリスクの評価結果一覧　（令和6年度）

No. 評価日 報告日 事案名 内容 再発防止策 対策日
市民
影響度

発生
可能性

重要度
不備の
程度

不備の
種類

1 令和6年10月11日 令和6年10月10日
公共施設の都への移管手
続の不備

法令上、平成16年度の事業終了時に都に引き継ぐべき公共施
設があったが、当該引継手続きが不十分であったため、都の管
理業務に支障をきたしているもの。
当該公共施設は、事業前から存在する都管理施設であったとこ
ろ、当初は事業完了後に管理者を市とする予定だった。諸般の
事情により、急遽、都との協議により暫定的に都管理施設として
残すこととなった経過がある。

（運用上）
事業終了後将来管理者とは異なる暫定的な管理者に公共施設の引継
ぎを行う場合であって、その暫定期間が明確に定められていない場合
においては、通常必要な管理引継ぎを実施することを文書化する。

令和7年3月31日 1 1 2 不備 運用上

2 令和7年1月10日 令和7年1月10日
公共用地の不法占拠状態
の解消に係る対応

平成16年1月から10月にかけて、実行委員会形式(市が関与)
で行われたイベントの際、催し物の運営を実行委員会から委ね
られていたNPO法人が、催し物に必要なものとしてイベント会
場（公共施設予定地）内に建物を建設した。イベント終了後にお
ける実行委員会や市からの再三の原状回復、土地明渡の求めに
も関わらず、同法人は当該建物の撤去等の対応をとらず、公共
施設として供用を開始（H17.4）した後も建物は存在し続け、供
用を妨げる状態が継続していた。同法人とはH22から音信不通
となり、H30には認証取消しによって法人が解散していたこと
がR4に判明。R5に強制執行を見込んだ形での訴訟を提起し、
勝訴はしたものの、実質的に市の負担で撤去等の対応をせざる
を得ない状態になってしまった。

（整備上）
(1)公共用地に建築物や工作物を設置させイベント（※）を行わせるよ
うな興行者を選定するにあたっては、過去の運営実績、財務諸表、納税
状況、各種法令遵守状況など、必要な書類の提出をさせることと合わ
せて、イベント事務局だけでなく、占用させる許認可の担当課などを加
えた、複数の目による選定体制を構築する。※1週間以上の中・長期の
イベントを想定
(2)実行委員会とイベント事業者間の契約において、事業終了後は速
やかに原状復帰させる契約内容とし、履行されない場合は、実行委員
会の責任において撤去、または、速やかに訴訟提起するなど、イベント
実施を目的とした実行委員会の設置指針を策定し、職員間での共有を
図る。

（運用上）
(1)長期間に渡り公共財産を占用するような転貸は原則として認めず、
その場合は、個別のイベント事業者と公共施設管理者との間で、直接賃
貸借契約を締結するなど、責任の所在を明確にする形とする。
(2)本件のようなイレギュラーな問題に対しては、対応に一定の期間を
要することを前提に、以下の対応を行うこととする。
　①最終的なゴールを明確にする（本件でいえば、土地の明渡+建築物
の収去）
　②ゴールに至るプロセスとスケジュールを明確にする（本件でいえ
ば、催告の後に法的手続き（行政代執行）に移行すること）
　③上記①、②を明確にするにあたっては、必要に応じて関連する部署
に協議・相談するとともに、必ず意思決定（決裁）を行い、その内容につ
いては関係者と共有し、進行管理ができるようにする
　④人事異動等あっても継続的に対応ができるよう、③の内容や状況
については、確実に引き継ぐようにする

令和7年4月1日 2 3 2 重大 整備上

3 令和7年1月10日 令和7年1月7日
委員の費用弁償過年度支
出

委員が研修会に参加した際等に支払われる交通費（費用弁償）
について、出納整理期間までに支出すべきところ、請求書を受
領していたにも関わらず、2月分・3月分の支払が遅れ、令和6年
度予算から過年度分支出として科目流用し支出した。また、現年
度分についても、2か月を超えてもなお未支出のものがあった。

（運用上）
・処理に悩む事案があれば、上司への事前確認を徹底する。
・研修参加者一覧を作成し、処理経過の把握に努める。
・会議等の機会をとらえ、参加委員へ請求について呼びかけを行う。

令和6年8月27日 1 1 3 不備 運用上

4 令和7年2月12日 令和7年1月24日

プロポーザルで選定した契
約候補者とは別の事業者
を契約の相手方とする契約
依頼

委託事業の契約候補者をプロポーザルにより選定したが、選定
した事業者とは別の事業者と特命随意契約を締結しようとし
た。
総務課契約係に契約依頼に関する相談があった際に契約の相
手方が契約候補者ではなく、契約候補者が指定した事業者であ
ることが判明したもの。

（運用上）
主管課：プロポーザル実施中において、関係部署との連携を密にし、課
題管理等の情報の共有化を図る.
契約係：プロポーザルの実施起案における合議や契約依頼受付の際に
疑義が生じた場合は必ず主管課に確認する。

令和6年11月15日 1 1 2 不備 運用上

5 令和7年2月12日 令和7年2月12日
電力契約担当課に無断で
電力容量を変更

ある部署において、一括契約対象施設Aに隣接する施設Bを増
改築するため、仮設建物を設置したが、この際、対象施設Aの電
力容量（ブレーカー容量）を増量し、施設Bに分電する工事を
行った。この電力容量の増量には、電力供給契約の変更を要す
るが、約10カ月にわたり契約担当課に知らされず、電力供給事
業者から指摘を受けて発覚した。この件の対応中、さらに1件の
同種案件があったことも判明した。

（整備上）
電力容量に関する変更手続きについてルール化

令和7年3月31日 1 2 2 不備 整備上
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No. 評価日 報告日 事案名 内容 再発防止策 対策日
市民
影響度

発生
可能性

重要度
不備の
程度

不備の
種類

6 令和7年5月8日 令和7年2月13日
職場内におけるパワーハラ
スメント

特定の職員が、他の職員に対して、罵声を浴びせる「職場内秩序
びん乱」や怒鳴る、威圧的な言動などパワーハラスメント行為が
発覚した。
被害者からの相談を受け、関係部署へのアンケート調査、関係者
への事情聴取などにより事実認定を行い、手続きに従い懲戒処
分を行った。

（運用上）
引き続き、ハラスメント研修の実施や、職場での注意喚起のほか、ハラ
スメントを受けた場合に上司だけでなく、職員課、ハラスメント相談員、
外部相談窓口などにつなげるよう情報発信していく。

令和7年1月31日 1 2 2 不備 運用上

7 令和7年5月8日 令和7年3月18日
会計年度任用職員に対す
る休日勤務手当の未支給
について

令和２年度以降、一部の出先機関に勤務する会計年度任用職員
４８名の休日出勤処理について誤りがあった。対象者は、月額給
でのパートタイム勤務であり、曜日を指定して勤務していた。指
定された勤務日が祝日と重なった場合は、開館日であっても、
休日となり、代休日を指定するか休日勤務手当を支給する必要
がある。
　しかしながら、今回確認された職員は、この対応がされておら
ず、休日勤務手当の一部または全部未支給が生じていた。その
ため、遡って休日勤務手当並びに遅延損害金を支出した。

（整備上）
所属長や担当職員にも容易に理解できるよう、マニュアル等を見直す。

（運用上）
所属長に向けて休日勤務の取り扱いに関する注意喚起を実施。
職員課における毎月のチェック、主管課においてシフトと出退勤打刻の
チェックなど、勤怠管理を徹底。

令和6年10月16日 1 1 3 不備 運用上

8 令和7年5月8日 令和7年2月14日
受託業者に対するサイバー
攻撃被害に係る対応

令和6年９月末、市業務を受託している事業者のサーバが外部
から不正な攻撃に合いランサムウェアに感染しデータが暗号化
された。これにより保有していた個人情報漏洩の可能性があっ
た。また、メール等の利用ができなくなったが、業務は継続でき
ており利用者に直接的な影響はなかった
なお、漏洩した可能性のある保護者に個別通知、全市民対象に
市HPなどを発信したが、市（委託事業者含む）に対して問い合
わせなど0件であった。

（運用上）
システムのセキュリティ対策及び監視体制の強化を実施するよう求め、
年度内に現地で改善が図れているか監査を実施する

令和7年3月31日 1 2 2 不備 運用上

9 令和7年5月8日 令和7年4月22日 情報の誤発信

職員を対象とした情報発信システムの研修中、市民への情報発
信をしないモードで操作を行うところ、モード選択を誤り、有事
を示す情報が市民に対して誤発信された。
約10分後、訂正の情報発信を行った。

（整備上）
実際の操作手順、研修で説明する内容について、事前確認を行うこと
をマニュアル化する　また、２人以上で操作することを徹底する。

令和7年4月1日 1 2 2 不備 整備上

10 令和7年5月8日 令和7年4月22日
個人情報を含む可能性の
ある文書の紛失について

文書の溶解処理を行うため、箱詰めされた溶解文書を各課から
回収し委託業者に引き渡した。委託業者がパッカー車に箱を投
入した際、文書の飛散を防ぐふたを閉めない状態で圧縮を行っ
たため、突風で数枚（３枚程度）飛散した。周囲を捜索したが飛散
した文書は発見できなかった。飛散した文書の内容は特定でき
ず、当日回収した文書の中に個人番号を含む文書が含まれてい
たことから、個人番号を含む情報が漏えいした可能性があるこ
とを理由に個人情報保護委員会への報告及びプレスリリースを
行った。（その後も文書は発見されていない）
※本事例では飛散した文書が特定できなかったという市の管理
体制について評価する

（整備上）
廃棄の過程で文書が紛失した場合、紛失した文書を特定することがで
きるよう廃棄手順を検討する必要がある。また、その手順を現実的に
実施できるかについても検討が必要。

未実施 1 3 2 不備 整備上
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No. 評価日 報告日 事案名 内容 再発防止策 対策日
市民
影響度

発生
可能性

重要度
不備の
程度

不備の
種類

11 令和7年5月8日 令和7年5月7日
日野市立中学校における
学年末考査答案用紙の紛
失事案発生について

市立中学校内において、1学級33名分の学年末考査答案用紙
33枚の紛失事案発生が確認された。
採点者である教員は、回収した各学年、学級の答案用紙が入っ
た封筒を、学年別、学級別に並び替え、校内の鍵のかかるロッ
カーに入れ、以後、順次、採点業務を行った。
後日、答案用紙のうち、1教科1学級分の答案用紙が入った封筒
及び、その中身33枚がなくなっていることを確認し、学校管理
職へ報告した。学校の全教員で校内の捜索を行ったが、見付け
ることができなかった。

（運用上）
（１）鍵の管理体制等の見直し
・管理職の近くに鍵保管庫を設置し、借用する際は、管理職が鍵の保管
庫を開け貸し出す方法にして、誰でも近づける状態ではなく、物理的な
アクセス制御ができるように改善する。
・管理簿を作成する。鍵を借用する際には、管理職に声を掛け、管理職
が管理簿に使用者を記載し、鍵を貸し出し、返却時も管理職が確認し、
管理簿に記載する。管理簿を備え付けることで、管理方法の改善を図
る。
（２）書類の管理方法の見直し
・ロッカーに整理される書類の分類（教科ごとに分類）、及び書類点検
を行い書類の管理を改善する。
（3）書類の定期点検
・鍵の管理、書類の管理方法を見直した部分の順守状況の確認を行う。
・定期考査期間の点検回数を日常点検より増やしていく。
（4）書類の出し入れ回数の削減
・定期考査実施後から採点、返却までの手順を見直し、「デジタル採点シ
ステム」を活用し、ロッカーからの資料出し入れ回数を削減する。

2025/5/1 1 3 2 不備 運用上
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①リスク評価の概要

No. リスク リスク件数 市民影響度（平均） 発生可能性（平均） 重要度（平均） 重大リスク件数

1 意思決定プロセスの無視 3件 2.33 2.33 2.00 2件

2 不適切な契約内容による業務委託 6件 1.17 1.50 1.83 1件

3 不適切な価格での契約 2件 1.00 1.00 1.50 0件

4 システムによる計算の誤り 2件 1.00 1.00 1.00 0件

5 不十分な資産管理 10件 1.00 2.20 1.50 0件

合計/平均 23件 1.30 1.61 1.57 3件

②分類別件数

うち対策未了 うち対策未了 うち対策未了

全庁的リスク 1件 0件 13件 1件 14件 1件

個別的リスク 0件 0件 9件 3件 9件 3件

合計 1件 0件 22件 4件 23件 4件

所管部署リスク評価結果一覧（令和6年度）　集計結果

整備上のリスク 運用上のリスク 合計



重大リスク事案

リスク 具体的内容 発生原因 対策内容 リスク発生・認知時期 全庁／個別 再発／新規 市民影響度 被害額・損害額（千円） 内容・計算根拠 発生可能性 判定方式 判定要素1 判定要素2 重要度 コンプライアンス判定 不備の程度 対策実施期限 完了 対策完了日 整備上/運用上

意思決定プロセスの無

視

平成16年1月から10月にかけてに行われた「新選組フェスタ」の際、催し物

の運営を実行委員会から委ねられていたNPO法人が、催し物に必要なもの

として万願寺中央公園用地内に建物を建設した。フェスタ終了後における

実行委員会や市からの再三の原状回復、土地明渡の求めにも関わらず、

同法人は当該建物の撤去等の対応をとらず、公園として供用を開始

（H17.4）した後も建物は存在し続け、供用を妨げる状態が継続してい

た。同法人とはH22から音信不通となり、H30には認証取消しによって法人

が解散していたことがR4に判明。R5に強制執行を見込んだ形での訴訟を

提起し、勝訴はしたものの、実質的に市の負担で撤去等の対応をせざるを

得ない状態になってしまった。

・当該NPO法人のような問題のある事業者について、イベントへの参加

の可否を事前に確認するような仕組みが無かった

・用地を借りていた実行委員会が、フェスタ終了後も建物や動物が残っ

ていたことを承知していたにもかかわらず、解散してしまい、土地の使用

貸借契約上の明渡義務を履行しないままとなってしまった

・使用貸借契約について、実務的には貸す方と借りる方の双方ともに

市の職員という形になり、同一組織内で公共財産に係る義務を順守

し、順守させる（あるいは使用申請し、許可する）という関係になって

しまうことが責任の所在を不明確にし、ひいては業務として引き継がれ

ない要因になった

・公共用地に建築物や工作物を設置させイベント（※）を行わせるような興

行者を選定するにあたっては、過去の運営実績、財務諸表、納税状況、各

種法令遵守状況など、必要な書類の提出をさせることと合わせて、イベント

事務局だけでなく、占用させる許認可の担当課などを加えた、複数の目によ

る選定体制を構築する

※1週間以上の中・長期のイベントを想定

・実行委員会とイベント事業者間の契約において、事業終了後は速やかに

原状復帰させる契約内容とし、履行されない場合は、実行委員会の責任に

おいて撤去、または、速やかに訴訟提起するなど実行委員会の規約に明記

する

・長期間に渡り公共財産を占用するような転貸は原則として認めず、その場

合は、個別のイベント事業者と公共施設管理者との間で、直接賃貸借契

約を締結するなど、責任の所在を明確にする形とする

2022年6月 全庁 新規 2 4,000 訴訟及び建物撤去の強制執行経費 3 再発可能性 相当程度再発し得る イレギュラー業務 2

内規（ガイドライン・

通知等）に反してい

る

重大 年度末まで ○ 2024/12/4 整備上

意思決定プロセスの無

視

プロポーザル決定後の契約協議不調

【事務局補足：管理部門評価案より】

委託事業の契約候補者をプロポーザルにより選定したが、選定した事業者と

は別の事業者と特命随意契約を締結しようとした。

・令和6年8月8日　プロポーザルのプレゼンテーション審査。契約候補者決

定。

・令和6年8月30日　総務課契約係に契約依頼に関する相談があった際

に契約の相手方が契約候補者ではなく、契約候補者が指定した事業者で

あることが判明。

・関係課による協議や法律相談を経て、最終的に当該委託業務に係る契

約を２件に分けた。２件の契約のうち、１件（主契約）はプロポーザルで

選定した契約候補者ともう1件はその契約候補者が指定した事業者とそれ

ぞれ締結した。

プロポーザル及び契約に関する知識・理解が不十分であった。事業者

提案への確認不足。

【事務局補足：管理部門評価案より】

プロポーザルは契約候補者を選定する手段であるという認識が不足し

ており、市民サービスを止めないために契約を成立させることを優先させ

た結果、プロポーザルに参加していない事業者と契約を締結しようとし

た。

対応結果・経緯を記録し、次回更新時に参考となるようにする。

【事務局補足：管理部門評価案より】

主管課：プロポーザル実施中において、関係部署との連携を密にし、課題

管理等の情報の共有化を図る.

契約係：プロポーザルの実施起案における合議や契約依頼受付の際に疑

義が生じた場合は必ず主管課に確認する。

総務課への契約依頼時 全庁 新規 3 300,000 プロポーザルが無効になるリスクとしてプロポーザル提示額。 2 再発可能性 低確率 イレギュラー業務 3
法・例規に違反してい

る
重大 年度末まで ○ 2024/11/15 運用上

不適切な契約内容に

よる業務委託

課所管の業務委託契約において、消費税が課税であるにも関わらず、非課

税となる社会福祉事業と誤認し、非課税契約している事業が複数あった。

業務の特性上、長年随意契約している事業であり、市と事業所の双方で

誤認があったもの。

消費税の申告・納税については事業所側に実施義務があり、各事業の課

税・非課税を判断する義務は事業所側にあるため、法的には市が過去に

遡って消費税を支払う義務はないことは確認している。

一方で、社会福祉事業であると判断した責任は、委託元である市にも一定

の責任があること、市内事業所を安定的に運用していただく必要があるた

め、過去に遡って消費税の申告・納税をした事業所には、市が「補助金」交

付することで支援をする。

随意契約の初年度に、消費税について課税・非課税を法令に基づく

判断をしなかった。

毎年、随意契約で契約依頼をする際に、改めて消費税が非課税とな

る社会福祉事業であるかどうかを確認しなかった。

新規事業で契約手続きする際は、消費税の課税・非課税を、法令に基づく

判断をする。

毎年の随意契約の際も、前年踏襲ではなく、都度判断をすることとする。

契約事務を行う主担当である福祉係内の引継ぎ事項とする。

2023/10/06 全庁 新規 2 16,300

関係する11法人との委託契約書を過去に遡り、当時市が各法人に支

払うべきであった消費税額を積算すると、左記の金額となる。

なお、各法人が税務署に修正申告をすることで、必要経費等を税務

署が再計算した結果、実際の納税額は、契約当時の消費税額よりも

低額となる可能性もある。

2 再発可能性 相当程度再発し得る
年次・月次・不定期

業務
3
法・例規に違反してい

る
重大 令和6年12月末まで ○ 2024/12/13 運用上



【意思決定プロセスの無視】　リスク評価結果一覧　

部署番号 所管部署 リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 対策完了日 整備上/運用上

101 議会事務局 無

201 企画経営課 無

202 財政課 無

203 市長公室 無

204 平和と人権課 無

205 地域協働課 無

206 情報政策課 無

301 総務課 無

302 政策法務課 無

303 職員課 無

304 財産管理課 無

305 建築営繕課 無

306 防災安全課 無

401 市民窓口課 無

402 七生支所 無

403 市民税課 無

404 資産税課 無

405 納税課 無

406 保険年金課 無

501 環境政策課 無

502 緑と清流課 無

503 下水道課 無

504 ごみゼロ推進課 無

505 施設課 無

601 都市計画課 無

602 区画整理課 無

603 建築指導課 無

604 道路課 無

701 産業振興課 有 全庁 2 3 2 重大 2024/12/4 整備上

702 文化スポーツ課 無

703 都市農業振興課 無

704 ふるさと文化財課 無

801 福祉政策課 無

802 生活福祉課 無



803 障害福祉課 無

804 セーフティネットコールセンター 無

805 高齢福祉課 有 個別 2 2 1 不備 2025/3/31 運用上

806 健康課 無

807 介護保険課 無

901 子育て課 無

902 保育課 無

903 子ども家庭支援センター 無

1001 会計課 無

1101 庶務課 無

1102 学務課 無

1103 教育指導課 無

1104 発達・教育支援課 無

1105 生涯学習課 無

1107 教育センター 無

1108 中央公民館 無

1109 図書館 有 全庁 3 2 3 重大 2024/11/15 運用上

1401 （病）患者総合支援室 無

2001 （病）総務課 無

2002 医事課 無

2003 （病）経営企画室 無

2101 選挙管理委員会事務局 無

2201 監査委員事務局 無



【不適切な契約内容による業務委託】　リスク評価結果一覧　

部署番号 所管部署 リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 対策完了日 整備上/運用上

101 議会事務局 無

201 企画経営課 無

202 財政課 無

203 市長公室 無

204 平和と人権課 無

205 地域協働課 無

206 情報政策課 無

301 総務課 無

302 政策法務課 無

303 職員課 無

304 財産管理課 無

305 建築営繕課 無

306 防災安全課 無

401 市民窓口課 無

402 七生支所 無

403 市民税課 無

404 資産税課 無

405 納税課 無

406 保険年金課 無

501 環境政策課 無

502 緑と清流課 無

503 下水道課 無

504 ごみゼロ推進課 無

505 施設課 無

601 都市計画課 無

602 区画整理課 無

603 建築指導課 無

604 道路課 無

701 産業振興課 無

702 文化スポーツ課 無

703 都市農業振興課 無

704 ふるさと文化財課 有 個別 1 2 1 不備 運用上

801 福祉政策課 有 全庁 1 1 3 不備 2024/10/17 運用上

802 生活福祉課 有 全庁 1 1 1 不備 2025/4/10 運用上



803 障害福祉課 有 全庁 2 2 3 重大 2024/12/13 運用上

804 セーフティネットコールセンター 無

805 高齢福祉課 無

806 健康課 無

807 介護保険課 無

901 子育て課 無

902 保育課 無

903 子ども家庭支援センター 無

1001 会計課 無

1101 庶務課 無

1102 学務課 有 個別 1 1 2 不備 2025/3/31 運用上

1103 教育指導課 無

1104 発達・教育支援課 無

1105 生涯学習課 無

1107 教育センター 無

1108 中央公民館 有 全庁 1 2 1 不備 2024/11/1 運用上

1109 図書館 無

1401 （病）患者総合支援室 無

2001 （病）総務課 無

2002 医事課 無

2003 （病）経営企画室 無

2101 選挙管理委員会事務局 無

2201 監査委員事務局 無



【不適切な価格での契約】　リスク評価結果一覧　

部署番号 所管部署 リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 対策完了日 整備上/運用上

101 議会事務局 無

201 企画経営課 有 全庁 1 1 1 不備 2025/3/31 運用上

202 財政課 無

203 市長公室 無

204 平和と人権課 無

205 地域協働課 無

206 情報政策課 無

301 総務課 無

302 政策法務課 無

303 職員課 無

304 財産管理課 無

305 建築営繕課 無

306 防災安全課 無

401 市民窓口課 無

402 七生支所 無

403 市民税課 無

404 資産税課 無

405 納税課 無

406 保険年金課 無

501 環境政策課 無

502 緑と清流課 無

503 下水道課 無

504 ごみゼロ推進課 無

505 施設課 無

601 都市計画課 無

602 区画整理課 無

603 建築指導課 無

604 道路課 無

701 産業振興課 無

702 文化スポーツ課 無

703 都市農業振興課 無

704 ふるさと文化財課 無

801 福祉政策課 無



802 生活福祉課 無

803 障害福祉課 無

804 セーフティネットコールセンター 無

805 高齢福祉課 無

806 健康課 無

807 介護保険課 無

901 子育て課 無

902 保育課 無

903 子ども家庭支援センター 無

1001 会計課 無

1101 庶務課 無

1102 学務課 無

1103 教育指導課 無

1104 発達・教育支援課 有 全庁 1 1 2 不備 2024/11/5 運用上

1105 生涯学習課 無

1107 教育センター 無

1108 中央公民館 無

1109 図書館 無

1401 （病）患者総合支援室 無

2001 （病）総務課 無

2002 医事課 無

2003 （病）経営企画室 無

2101 選挙管理委員会事務局 無

2201 監査委員事務局 無



【システムによる計算の誤り】　リスク評価結果一覧　

部署番号 所管部署 リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 対策完了日 整備上/運用上

101 議会事務局 無

201 企画経営課 無

202 財政課 無

203 市長公室 無

204 平和と人権課 無

205 地域協働課 無

206 情報政策課 無

301 総務課 無

302 政策法務課 無

303 職員課 無

304 財産管理課 無

305 建築営繕課 無

306 防災安全課 無

401 市民窓口課 無

402 七生支所 無

403 市民税課 無

404 資産税課 無

405 納税課 無

406 保険年金課 無

501 環境政策課 無

502 緑と清流課 無

503 下水道課 無

504 ごみゼロ推進課 無

505 施設課 無

601 都市計画課 無

602 区画整理課 無

603 建築指導課 無

604 道路課 無

701 産業振興課 無

702 文化スポーツ課 無

703 都市農業振興課 無

704 ふるさと文化財課 無

801 福祉政策課 無



802 生活福祉課 無

803 障害福祉課 無

804 セーフティネットコールセンター 無

805 高齢福祉課 無

806 健康課 無

807 介護保険課 無

901 子育て課 有 個別 1 1 1 不備 2024/8/1 運用上

902 保育課 無

903 子ども家庭支援センター 無

1001 会計課 無

1101 庶務課 無

1102 学務課 無

1103 教育指導課 無

1104 発達・教育支援課 無

1105 生涯学習課 無

1107 教育センター 無

1108 中央公民館 無

1109 図書館 無

1401 （病）患者総合支援室 無

2001 （病）総務課 無

2002 医事課 有 個別 1 1 1 不備 2024/12/20 運用上

2003 （病）経営企画室 無

2101 選挙管理委員会事務局 無

2201 監査委員事務局 無



【不十分な資産管理】　リスク評価結果一覧　

部署番号 所管部署 リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 対策完了日 整備上/運用上

101 議会事務局 無

201 企画経営課 無

202 財政課 無

203 市長公室 無

204 平和と人権課 無

205 地域協働課 無

206 情報政策課 無

301 総務課 無

302 政策法務課 無

303 職員課 無

304 財産管理課 無

305 建築営繕課 無

306 防災安全課 有 個別 1 3 2 不備 2025/3/31 運用上

401 市民窓口課 無

402 七生支所 無

403 市民税課 無

404 資産税課 無

405 納税課 無

406 保険年金課 無

501 環境政策課 有 全庁 1 1 1 不備 2024/10/27 運用上

502 緑と清流課 有 全庁 1 1 1 不備 2025/3/31 運用上

503 下水道課 無

504 ごみゼロ推進課 無

505 施設課 無

601 都市計画課 無

602 区画整理課 無

603 建築指導課 無

604 道路課 無

701 産業振興課 無

702 文化スポーツ課 有 全庁 1 3 1 不備 運用上

703 都市農業振興課 無

704 ふるさと文化財課 有 個別 1 2 1 不備 運用上

704 ふるさと文化財課 有 個別 1 3 1 不備 運用上



801 福祉政策課 無

802 生活福祉課 無

803 障害福祉課 有 全庁 1 3 2 不備 2024/8/30 運用上

804 セーフティネットコールセンター 無

805 高齢福祉課 有 全庁 1 2 2 不備 2024/7/22 運用上

806 健康課 有 全庁 1 2 3 不備 2024/12/18 運用上

807 介護保険課 無

901 子育て課 無

902 保育課 無

903 子ども家庭支援センター 無

1001 会計課 無

1101 庶務課 無

1102 学務課 無

1103 教育指導課 有 個別 1 2 1 不備 2025/3/31 運用上

1104 発達・教育支援課 無

1105 生涯学習課 無

1107 教育センター 無

1108 中央公民館 無

1109 図書館 無

1401 （病）患者総合支援室 無

2001 （病）総務課 無

2002 医事課 無

2003 （病）経営企画室 無

2101 選挙管理委員会事務局 無

2201 監査委員事務局 無



内部統制モニタリング指標

所管部署 基準日 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施時点

調査時点

監査時点

4月末～5月時点 243件（2023.05.10時点） 189件（2024.05.10時点） 135件（2025.05.07時点）

4月末～5月時点 224件（2023.05.10時点） 194件（2024.05.10時点） 246件（2025.05.07時点）

情報政策課 当該年度末 59件 36件 37件

総務課 当該年度末 48件 18件 12件

当該年度期間 993人／102,207時間 990人／97,561時間 971人／110,006時間

免職 当該年度期間 0人 0人 0人

休職 当該年度期間 47人 51人 57人

降任 当該年度期間 1人 0人 0人

降給 当該年度期間 0人 0人 0人

免職 当該年度期間 1人 0人 0人

停職 当該年度期間 1人 1人 1人

減給 当該年度期間 3人 0人 1人

戒告 当該年度期間 1人 0人 0人

当該年度期間 3人 5人 1人

当該年度期間 16件 9件 13件

財産管理課 当該年度末 16件 3件 19件

会計課 当該年度末 2,813(5.81%) 2,933(6.23%) 3,657(8.25%)

当該年度期間

当該年度期間 62件 222件 241件

当該年度期間 ※ 1件 1件 1件

※令和4年度の行政事務法律相談件数の算定期間は、令和4年10月～令和5年3月

セクハラ、パワハラ相談件数

庁用車の年間事故件数

伝票の手戻り件数

政策法務課

懲戒リスク事案の相談件数（コンプライアンス違

反に関する相談件数）

内部通報件数

職員課

時間外勤務対象職員数及び総時間数

職員の分限処分件数

職員の懲戒処分件数

職員の退職管理の状況（再就職の届け出件数）

行政事務法律相談件数（延べ件数）

財政課
予算流用件数

執行状況0％件数（企業会計を除く）

情報セキュリティにおける事件、事故の報告件数

文書滅失件数

モニタリング指標

企画経営課

行政評価 別資料

職員意識調査 別資料

定期監査指摘事項 別資料
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 1 

1 日野市における行政評価の概要 

行政サービスは、絶えず変化する社会情勢や技術、社会的資源、環境などに柔軟に適合させた上

で、効率的かつ効果的に提供できるよう、不断の見直しが求められます。 

各事業は、所管部署において自発的に見直しがなされています。しかし、異なる視点（市民や他部

署の職員の目線）から客観的に事業を評価することが、より多くの気づきを得ることにつながり、ま

た、それによって事業をより良い方向性や内容に改めることが可能となります。 

そこで、日野市では、「行政評価」という制度により、市民委員のご意見もいただきつつ、組織全

体で事業の見直しを毎年度実施しています。 

 

 行政評価の目的 

市政に関し、限りある経営資源（税収を始めとした財源、人員、施設、情報）を効率的に活用し、

最大の効果を得ることを目的としています。 

時代の変化とともに市民等の需要に的確に応えることができなくなった事業を抜本的に見直し、

市政全体の最適化の観点から、経営資源を優先度の高い事業へとシフトします。また、必要性が失わ

れていない事業については、より効果的な事業内容・より効率的な手法に刷新を図ります。 

①地方自治法の要請「最少の経費で最大の効果」 

地方自治法第 2条第 14項には、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福

祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規

定されています。 

②財政再建・行財政改革の改革対象事業として 

令和 4 年 12 月に策定した『財政再建計画・第 6 次行財政改革大綱実施計画』においても、改

革対象事業として、位置づけています。 

③内部統制の目的「業務の効率的かつ効果的な遂行」 

また、日野市では、地方自治法第 150条第 2項に基づき令和 3年 8月 23日に『日野市内部統

制基本方針』を定め、内部統制制度を導入しました。基本方針には、総務省が平成 31年 3月に発

出した『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』に示される内部統制の目

的のうちの一つである「業務の効率的かつ効果的な遂行」に対応し、「行政評価システム」に取り

組むよう定めています。 
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2 令和 6年度行政評価の実施方法 

 実施体制 

① 市民、事業者等 

評価対象の応募や、評価に関する意見を表明します。 

なお、市民への公募にあたっては、インターネット上で不特定多数の方がリアルタイムで

意見交換が可能な「日野市地域共創プラットフォーム（https://hinotane.liqlid.jp/）」

を使用します。 

② 行政評価市民委員会 

公募市民の参加する会議体です。自らも地域共創プラットフォーム上で意見を表明しつつ、

市民・事業者等からの意見の取りまとめを行います。 

③ 行財政改革推進本部 

市長、副市長、各部長により組織される会議体です。評価対象の選定や評価について、市

民委員会等の意見を踏まえて検討します。 

 

 

 

 評価の流れ 

① 対象事業を市民に公募し、併せて各部署に募集しました。なお、市民への公募にあたって

は、地域共創プラットフォームを使用します。 

② 市民評価委員会において、市民への公募結果及び各部署からの応募結果、各市民委員の意

見を基に、対象事業の候補に関する意見をまとめました。この意見集約の過程においても、

地域共創プラットフォームを使用します。 

③ 市民評価委員会の意見を踏まえ、行財政改革推進本部で対象事業を選定します。 

https://hinotane.liqlid.jp/
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④ 対象事業に関する評価について、市民に意見を公募します。なお、公募にあたっては、地

域共創プラットフォームを使用します。 

⑤ （市民評価）市民評価委員会において、市民から寄せられた意見及び各市民委員の意見を

基に、評価意見を『日野市行政評価市民評価委員会意見書』としてまとめます。 

⑥ （本部評価）市民評価の結果を踏まえ、行財政改革推進本部の構成員のうち理事者及び企

画部職員により所管部署に対しヒアリングを行い、対象事業の評価案を作成します。 

評価案を行財政改革推進本部で検討し、最終評価案として確定した後、市長決裁により決

定します。 

⑦ 本部評価と市民評価の結果を公表します。また、各所管部署に結果を伝えます。 

⑧ 所管部署において、評価結果を踏まえた各事業の見直しを行います。 

⑨ （次年度以降）行革本部において、事業の見直しの進捗を確認します。 
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 行政評価の視点 

市民により評価対象事業へ意見を投稿するに当たっては、次の視点に立ち、それぞれに設定

された問を念頭に置いて評価を行いました（詳細資料は巻末に掲載）。 

本部評価においては、市民評価委員会の意見を踏まえ、総合的な視点から評価を実施しまし

た。 

視点 問 

①公益的必要性 
事業目的は、公益としての市民ニーズに照らして妥当なものですか？ 

行政の関与のあり方として、市が直接担う必要がある事業ですか？ 

②有効性及び効率性 

費用対効果は十分ですか？ 

得ようと意図した効果と、実際に得られている効果は一致しています

か？ 

③公平性 

効果は、行政目的からみて、公平に分配されていますか？ 

利用者の費用負担と、利用していない市民の費用負担（税金）との割

合は、行政目的に照らして適切ですか？ 

事業の過程で、第三者との公平性が損なわれていませんか？ 

④持続可能性 

環境負荷の観点から、将来への負の影響を残していませんか？ 

経済負担の観点から、将来世代へのコストの付け回しがされていませ

んか？ 

将来的に人口（担い手）や財源が減少することを踏まえてもなお、持

続可能な事業設計になっていますか？ 

（⑤優先性） 
行政評価の各視点からみて有益な事業だとしても、他の事業よりも優

先すべきですか？ 

 

3 評価対象事業 

評価対象事業については、市民等からの公募及び各所管部署に募集の応募結果を踏まえ、市民評

価委員会において意見を集約の後、本部において以下の 4事業を選定し、評価しました。 

(1) ドッグラン事業［環境共生部環境政策課］ 

(2) 旧農林水産省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室（桑ハウス）事業［環境共生部緑と清流課］ 

(3) 特別支援教育就学奨励費事業［教育部庶務課］ 

(4) 高校生奨学金事業［教育部庶務課］ 

 

 

4 評価結果 

以下、各評価対象事業について、本部評価の結果を「③ 本部評価」に記載しています。 

なお、参考として、事業概要と市民委員会意見についても記載しています。  
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 ドッグラン事業 

 

① 事業概要 

事 業 目 的 市内における犬をめぐる事故やトラブルを防止することで市民生活の安全

性、快適性を確保するとともに、人と犬が互いに気持ちよく利用できる場を

作り、飼い主のマナー向上を図ることで、人と犬が共生し、心地よく暮らせる

街を実現すること。 

事 業 開 始 平成 17年度 

実 施 経 緯 ⚫ 福祉や医療分野で、アニマルセラピーへの注目などを背景に畜犬頭数が

増加 

⚫ これに比例し、市に対して、マナーを守らない飼い主への苦情が増加 

⚫ 飼い主からもドッグランの設置要望が増加 

⇒ 平成 16 年第 2 回日野市議会定例会にてドッグランの設置を求める請

願が採択 

⇒ 平成 17年度予算にて設置 

実 施 概 要 施設管理：環境共生部緑と清流課 

施設運営：環境共生部環境政策課 

現場運営：ボランティア、委託（駐車場管理のみ） 

主 な コ ス ト 駐車場管理委託、修繕料等 年間約 120万円 

事 業 の 課 題 ⚫ ボランティア体制の継続 

⚫ 利用者のマナー違反 

⚫ ドッグラン利用登録者数の減少 
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② 市民委員会意見 

視点 公益的必要性 
有効性及び効

率性 
公平性 持続可能性 優先性 

概括 課題あり 課題あり 課題あり 課題あり 意見なし 

意見 ⚫ 公設公営でのドッグラン運営は、全市民がその維持管理費を負担することに

対して疑問であるとする投稿意見のとおり、その公益的必要性は少ないと言

える。 

⚫ ドッグランに、当初の設置目的にあるような「愛犬家とそうでない市民との

共生社会の醸成」という意味で公益的必要性を見出したとしても、その設置・

運営主体は民間事業者や地域団体に委ねることを検討すべきであるように

思われる。 

⚫ さらに、公営での維持をする場合であっても、有料化等により適切な受益者

負担を設定することは、公平性、持続可能性の観点からも必要である。 

⚫ 現状は、魅力あるドッグランとして運営できていないことが利用者の減に繋

がり、ひいては本来目指した公益に繋がらない機能不全に陥っている一因と

思われるので、設置・運営主体の転換等、利便性の向上、それに相応する受

益者負担を得る仕組みに転換すべきでは。 

➢ 【提案された利便性向上例】 

✓ 手軽な一時利用手続きの創設 

✓ 電子決済可能な利用者負担 

✓ 屋根の設置（府中四谷橋高架下等屋根のある場所への整備を含む） 

✓ カフェスペース、キッチンカー等 

✓ SNS等を活用した広報 

 

③ 本部評価 

➢ ドッグラン事業の開始当初は、市民ボランティアが自主的に運営することが前提でし

たが、ボランティア体制の存続が危ぶまれる現状においては、抜本的な方向性の見直

しが必要です。 

➢ しかし、ドッグランの管理体制をボランティア主体から委託（または指定管理）へ転換

する場合、管理費用の増大が見込まれます。市民からの意見の中でも、全市民がその維

持管理費を負担することへの疑問が指摘されています。 

➢ ついては、公費負担が生じない方法を模索するとともに、廃止も視野に入れて検討し

てください。 
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 旧農林水産省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室（桑ハウス）事業 

 

① 事業概要 

事 業 目 的 国登録有形文化財に登録されたことを受け、文化財として保存を進めつつも

市の資源として活用していくため、イベント利用等を行っているもの。 

事 業 開 始 令和 3年度 

実 施 経 緯 ⚫ 昭和 7年 3月 28日、国により建築 

⚫ 平成 26年度 国から施設を取得 

⚫ 平成 28年度 「旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室保存利活用計画」

の策定 

⚫ 平成 29年度 国登録有形文化財として登録 

⚫ 平成 30 年度 日野市商工会と「旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室

の保存・修復に関する協定」を締結 

⚫ 令和元～2年度 保存修理工事 

⚫ 令和 3年度 コーディネート業務委託 

実 施 概 要 維持管理に係る点検業務 

イベント等活用実施（令和 4年度実績：コンサート、スタンプラリ―等計 16

日間） 

主 な コ ス ト 消防用設備点検、雨樋清掃業務委託等 年間約 40万円 

※保存修理工事経費として、約 1.3億円 

事 業 の 課 題 ⚫ 上下水道の未接続、冷暖房やトイレの未設置 

⚫ 当該施設を管理運営する庁内体制のアンマッチ 

⚫ 利用者側の利活用要望が多様である一方、事業者の活用要望は必ずしも

前向きではない 

⚫ 管理人の未設置、利用手続きの煩雑さが利活用を減速させていないか 

⚫ 桑ハウス自体の認知度が高くない 
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② 委員会意見 

 

視点 公益的必要性 
有効性及び効

率性 
公平性 持続可能性 優先性 

概括 賛否両論 課題あり 意見なし 課題あり 賛否両論 

意見 ⚫ そもそも、桑ハウスの資源としての重要性や歴史的意義などが市民に十分に

知られていない。報告書や主管課が示すように、市として活用への意向が軸

にあるのであれば、意義ある活用に向けて市民理解を得るためにも、積極的

な情報共有、広報戦略が必要である。 

⚫ そのうえで、優先性等の観点から合意を得られなかった場合には、改めて利

活用の方向性を検討することも一手法として考えられる。 

⚫ 活用のあり方は、現在のイベント貸しだけでなく、イベント開催を行う他部

署との連携、コワーキングスペースやマルシェなど、一定の改修を含む活用

も含めて柔軟に検討されるべきと考える。 

⚫ また、活用に当たっては施設単体ではなく、周辺の公園や隣接する施設など

と一体となった面的な活用計画とすることも有効と思われる。散策路や案内

看板の設置等、施設の存在を明示するとともに、公園も含め、より魅力ある

場所となるような工夫も考えられる。 

⚫ 維持管理に関しては、市民等からの投稿に提案されていた隣接するふれあい

ホールとの管理体制の連動、利用料制の導入やボランティアによる恒常的な

施設案内などの手法も参考に、継続性や利便性に配慮した体制やルールの変

更を検討してはいかがか。 

⚫ ただし、ボランティアに全面的に依存する体制は持続可能性において問題を

生じる可能性があるため、留意が必要である。 

 

③ 本部評価 

➢ 現下における市の財政状況も考慮し、民間資金の導入も含めた幅広い協働の可能性に

ついて、改めて検討に着手してください。 

➢ 検討にあたっては、文化財としての性格、併設施設との連携等の様々な観点が求めら

れますので、関係部署と連携して進めてください。 
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 特別支援教育就学奨励費事業 

 

① 事業概要 

事 業 目 的 特別支援教育就学の特殊事情に鑑み、保護者の経済的負担を軽減するため、

特別支援教育の普及奨励を図ること 

事 業 開 始 平成 22年度 

実 施 経 緯 平成 21年度文部科学省実施事業「特別支援教育就学奨励費負担等」を受けて

市においても実施することとなった。 

【文部科学省 HP「特別支援教育就学奨励費負担等」より】 

教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ特別支援学校及び小・中学校の特別

支援学級等への就学の特殊事情にかんがみ、これらの学校等に就学する児童

生徒等の保護者等の経済的負担を軽減するため必要な援助を行うことを目的

として、保護者等の経済的負担の能力に応じて交通費や修学旅行費、学用品

費、寄宿舎費等について、保護者等が負担する経費の全部または一部を国及

び地方公共団体が負担している。 

実 施 概 要 ①特別支援学級、②特別支援教室、③通級指導学級に在籍又は通級している

児童生徒で、前年の世帯所得が日野市教育委員会で定める基準未満（生活保

護基準の 2.5 倍未満）である世帯に対し、学校で係る費用（学用品費・学校

給食費）の一部を援助するもの。 

ただし、②、③は通常学級と比較して追加の行事参加費用等経済的負担は生

じず、生活保護基準の 1.3 倍未満の世帯に対しては就学援助制度の対象とな

り得る（併給不可）。 

また、③への公共交通機関や自家用車を利用する場合の経費（通学費）につい

ては、所得制限のない補助制度がある（日野市立学校特別支援学級児童通学

費補助金）。 

主 な コ ス ト 支給金額 年間約 1,100万円／270人 

事 業 の 課 題 ⚫ 「事業概要」にあるとおり、次のような事情がある中で、市の単独支給を

行っている。今後の特別支援教育を含む教育行政サービスへの対応財源

を確保するために、既存事業の見直しが必要となっている。 

➢ ②、③の区分については通常学級に加えて追加的に必要な経済的負

担が生じないこと 

➢ ③で必要となる送迎に係る費用負担は通学費補助制度がある 

➢ 経済的負担により学校でかかる費用を支払うことが困難となる世帯

については就学援助制度がある 
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② 委員会意見 

 

視点 公益的必要性 
有効性及び効

率性 
公平性 持続可能性 優先性 

概括 課題あり 課題あり 課題あり 意見なし 課題あり 

意見 ⚫ 特別支援教育就学奨励費という名目で、現に経済的負担のない「特別支援教

室」及び「通級指導学級」の利用世帯に対して助成を続けることに、公益性

は見出しにくい。 

⚫ むしろ、各教室や学級の環境改善を行い、より良質な特別支援教育サービス

の提供につなげるべきでは、あるいはより必要な世帯への予算として振り向

けるべきではと考える。 

⚫ 継続する場合であっても、所得基準等の対象要件や対象費目、制度の目的と

の整合性、他の給付制度の状況など、様々な観点から事業の妥当性を定期的

に見直すべきである。 

⚫ 少なくとも、制度の目的とそれに整合する費目設定となっているかなど、制

度の整理は必要と考えられる。 

 

③ 本部評価 

➢ 追加の経済的負担が生じていない者に対して、経済的負担の軽減を目的とした給付を

行うことは、本来の制度の目的を超える制度設計となっていると判断されることから、

「特別支援教室」及び「通級指導学級」に対する給付については是正を要する状態にあ

ると言えます。 

➢ 是正に向けた検討をお願いします。 
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 高校生奨学金事業 

 

① 事業概要 

事 業 目 的 市内に居住する高等学校、高等専門学校もしくは特別支援学校の高等部又は

専修学校の高等課程に在学し、経済的理由により修学が困難な者に対して修

学上必要な資金を支給し、教育上の機会均等を図ること 

事 業 開 始 昭和 35年度 

制 度 変 更 経 緯 平成 28年度 50名の定員枠を廃止 

令和元年度 対象となる所得基準を生活保護基準の 1.1倍から 1.2倍に拡大 

令和 2年度 コロナウイルス対応のための再審査を実施 

令和 5年度 対象となる所得基準を生活保護基準の 1.2倍から 1.3倍に拡大 

実 施 概 要 次の要件に該当する高校生について、月額 1万円を支給 

① 支給の日の 6か月前から引き続き市内に居住する者の子弟であること 

② 高等学校等に在学していること 

③ 同種の奨学金を他から支給されていないこと（国都制度、貸付型を除く） 

④ 学習意欲があり、かつ生活態度が健全であること 

⑤ 保護者の所得が生活保護基準の 1.3倍未満であること 

主 な コ ス ト 約 2,000万円／170人 

事 業 の 課 題 国都制度の拡充を受けて、本事業が今後どのようにあるべきか。 
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② 委員会意見 

 

視点 公益的必要性 
有効性及び効

率性 
公平性 持続可能性 優先性 

概括 賛否両論 意見あり 意見なし 意見なし 意見なし 

意見 ⚫ 子どもの学ぶ権利については十分に保障されるよう支援を市として行うこ

とは必要と考える。 

⚫ 他の支援策により十分に学ぶ権利が保障されたのであれば、本事業の継続は

必ずしも必要ではないと言える。 

⚫ しかし、本事業の継続の意義を判断するにあたっては、他の支援策の拡充が

即ち十分な権利保障に至ったかどうかについて、十分に検証すべきである。 

⚫ なお、「奨学金」という本事業の対象を超えるものではあるが、高校生の属す

る世帯の経済負担の状況については、授業料以外の部活動等への参加費も含

めて確認し、それに対する支援の要否について、市において検討されること

を希望する。 

 

③ 本部評価 

➢ 近年、国及び東京都による支援（児童手当対象年齢の高校生年齢への引上げや東京都

による 018サポートの創設等）が拡充されています。また、経済的支援を目的とした

給付型の奨学金制度については、国、東京都とも実施※しています。その影響を考慮し

て制度検討をする必要があります。 

➢ その他、検討にあたっては、利用対象世帯における経済状況、利用可能な各種制度、他

市の動向等について十分な調査の上、制度継続の必要性から検討願います。 

 

※（補足）国・都による給付支援制度 

制度名 制度主体 概要 

高等学校等就学支援金制度 国制度 国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満

たす世帯の生徒に対して、 授業料に充てるため、

国において高等学校等就学支援金を支給（国から都

へ交付、都から学校へ授業料として支給）。 

高校生等奨学給付金 国制度 高校生等がいる所得等要件を満たす世帯に対して、

教科書費・教材費など授業料以外の教育費を支援す

る返還不要の給付金。 

東京都立学校等給付型奨学金 都制度 授業料以外の教育費負担を軽減するため、都立高等

学校等に通う生徒がいる所得等要件を満たす世帯

に対して支援。 

都立高等学校等における授業

料免除制度 

都制度 所得制限により高等学校等就学支援金の対象とな

らない世帯に対して、教育費の負担を軽減するため
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に、当該世帯の都立学校に通う生徒授業料を全額免

除する制度。 

私立高等学校等授業料軽減助

成金 

都制度 （公財）東京都私学財団が実施。保護者の所得に関

わらず、 国の「高等学校等就学支援金」と合わせ

て、都内私立高校平均授業料相当額まで支援。 

受験生チャレンジ支援貸付事

業 

都制度 学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の

受講料や、高校や大学等の受験料の捻出が困難な世

帯に必要な資金を無利子で貸付。高校、大学等に入

学した場合返済を免除。 
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5 資料 

 

 地域共創プラットフォームの利用状況 

※「匿名」設定による投稿は、1件とカウントしています 

 

 

 地域共創プラットフォーム上の投稿時間別の意見割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜中

12%

日中午前

30%
日中午後

52%

夜間

6%

投稿時間

【時間区分】 

日中午前 ···· 8 時～ 

日中午後 ···· 12 時～ 

夜間 ········· 18 時～ 

夜中 ········· 20 時～ 
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 行政評価の視点（詳細） 
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令和6年度
内部統制職員意識調査結果

日野市内部統制推進委員会



実施概要
• 目的

– 内部統制の組織への浸透度を図る

– ワークエンゲイジメントスコア（職員の働きがいを感じている度合）を計測することで、組織の運
営状態を測る

• 対象者
– 全正規職員

– フルタイム会計年度任用職員（事務系のみ）

• 実施期間
– 令和6年11月28日～令和6年12月11日

正規職員 会計年度任用職員 無回答 合計

対象者数 1,351 23 － 1,374

回答者数 1,026 23 7 1,056

回答率 75.9% 100% － 76.9%

※ 不回答は、病休、育休その他出勤状態にないことによるもの、回答拒否等による
※ 対象者数は職員課名簿による



問1（正規職員）官製談合に関するコンプライアンス＜＜解説①＞＞

問1

契約手続において違法となるおそれがあるもの（違法性は明確でないも

のの好ましくないものを含む）を、次のうちから全て選択してください。（違

法となるおそれがあるものに「○」）

正答 正解率 正答の根拠 事例

1-1

入札前の事業者との事前調整で、事業者から「今回の予定価格は、去年の落札
価格と同じくらいと考えてよろしいでしょうか」と聞かれ、「そうですね」と答え
た。

○ 90.4%
官製談合防止法第8条

官製談合防止法2条5項3号

◆千葉県東葛飾土木事務所官製談合

防止法違反事件（H29.11）
◆公正取引委員会「官製談合防止法」

理解度チェックテスト（問10）

1-2
ある事業者が落札するよう、当該事業者よりも高い見積書を提出することを他
の事業者に依頼した。

○ 95.8%
官製談合防止法第2条5項1号

官製談合防止法第2条5項2号

◆茨城県土木工事及び舗装工事官製

談合防止法違反事件（H23.8）

1-3
過去の同種案件の競争入札結果を知りたいと事業者から電話があり、口頭で
落札事業者、他の事業者の各名称とそれぞれの入札金額を伝えた。

21.3%官製談合防止法第2条5項3号
◆公正取引委員会「官製談合防止法」

理解度チェックテスト（問8）

1-4
想定どおりの事業となるよう、事前に相談した特定事業者が選定されるように
プロポーザル採点基準を整えた。

○ 87.8%
官製談合防止法第8条

地方自治法第234条2項

◆広島県教育委員会官製談合防止法

違反事件（R4.12）

1-5
事務の効率化の観点から、日ごろから取引のある事業者に今後の発注案件の
仕様書を作成させた。

○ 81.4%官製談合防止法第8条
◆デジタル庁「デジタル・ガバメント推進標

準ガイドライン」（P.63）

1-6
不調とならないよう、予定価格が非公表の案件について、予定価格を参加事業
者にあらかじめ通知した。

○ 90.5%
官製談合防止法第8条

官製談合防止法2条5項3号

◆東京都浄水場排水処理施設運転管

理作業業務委託官製談合防止法違

反事件（R1.7）

1-7
ある契約で受注事業者に無理を聞いてもらった見返りに、今後の入札案件の
指名参加業者名を参考として教えた。

○ 93.0%官製談合防止法2条5項4号
◆茨城県土木工事及び舗装工事官製

談合防止法違反事件（H23.8）

1-8

設計価格の参考とするため、3社の事業者から見積もりをもらうことにしたが、
1社ごとに連絡するのは煩雑だったため、BCCを使用してメールの一斉送信に
より依頼した。

○ 46.1%官製談合防止法2条5項4号 なし

1-9
ある特定の事業者ばかり受注している状況は不自然なので、その事業者に、適
当に受注業者がばらけるようにできないか相談した。

○ 87.8%
官製談合防止法第2条5項1号

官製談合防止法第2条5項2号

◆国土交通省水門設備工事官製談合

防止法違反事件（H19.3）

1-10

プロポーザルによって事業者を選定したが、当該選定事業者の事情により市と
直接契約できないとの要望を受け、当該選定事業者と業務提携関係にある他
の事業者と随意契約を締結した。

○ 77.7%地方自治法第234条2項 なし



問1（正規職員）官製談合に関するコンプライアンス＜＜解説②＞＞

問題文 解説

1-1

入札前の事業者との事前調整で、事業者から「今回の予定価格
は、去年の落札価格と同じくらいと考えてよろしいでしょうか」
と聞かれ、「そうですね」と答えた。

予定価格そのものを教示していなくても、例えば〇円より高いか安いかを示すだけでも発注
に係る秘密情報の漏えいとなり、「職員による入札等の妨害」に該当する可能性があります。

1-2
ある事業者が落札するよう、当該事業者よりも高い見積書を提
出することを他の事業者に依頼した。

「談合の明示的な指示」「受注者に関する意向の表明」に該当し、ほぼ議論の余地なく違法な
行為です。

1-3

過去の同種案件の競争入札結果を知りたいと事業者から電話
があり、口頭で落札事業者、他の事業者の各名称とそれぞれの
入札金額を伝えた。

微妙な問題でした。官製談合防止法の「発注に係る秘密情報」とは、①特定の事業者等が知
ることで入札談合等を行うことが容易となる情報で、②秘密として管理されているものを指
します。具体的には、本来公開していない予定価格や指名業者の名称等を漏えいすることを
指します。入札結果情報は、東京都電子調達サービス及び総務課窓口で全て公開されている
ため、秘密情報に該当しません（市HPでは、工事結果のみ公開。市HPID：1005425）。
しかし、参加可能な事業者の数が限られるような事案の場合には、事業者同士の調整を与え
る余地が生じます。また、周囲に談合幇助の誤解を与えないためや、誤った説明とならない
よう、直接言及せず、公開しているHPや窓口を案内する方がベターです（なお、総務課契約
係では口頭で説明はせずに、窓口やHPをご案内しています）。

1-4
想定どおりの事業となるよう、事前に相談した特定事業者が選
定されるようにプロポーザル採点基準を整えた。

地方自治法が定める随意契約要件を実質的に満たさず、かつその前段で行われるべき競争
の妨害の趣旨で「職員による入札等の妨害」に該当します。

1-5
事務の効率化の観点から、日ごろから取引のある事業者に今後
の発注案件の仕様書を作成させた。

微妙な問題でした。まず、そもそも仕様書は発注者が作成すべきものです。受注者側が作成
した場合、当該作成事業者がやりやすいように、言い換えれば自分が競争上優位に立てる仕
様書を作成される可能性があります（逆に自分がやりづらい仕様書にはしないでしょう）。つ
まり、仕様書を事業者に作らせることが、実質的に競争を阻害し、官製談合防止法第8条の
「入札等の妨害」に該当する可能性があります。また、仕様内容を予め特定の事業者にのみ
伝えることは、事業者の検討時間を他者より多く与えることとなり、実質的に当該事業者を
競争上有利な状況を作出し得ます。そのため、見積りなどのために事前に仕様書を見せる場
合も、複数事業者に送ることが望ましいです。



問1（正規職員）官製談合に関するコンプライアンス＜＜解説③＞＞

問題文 解説

1-6
不調とならないよう、予定価格が非公表の案件について、予定
価格を参加事業者にあらかじめ通知した。

「発注に係る秘密情報」の漏えいに該当し、ほぼ議論の余地なく違法な行為です。落札率の高
止まりに繋がるばかりか、市場競争（≒事業者の努力）による産業の成長を阻害することに
なります。

1-7
ある契約で受注事業者に無理を聞いてもらった見返りに、今後
の入札案件の指名参加業者名を参考として教えた。

指名参加（予定）事業者の情報は、「発注に係る秘密情報」に該当します。誰が参加するかを
予め知ることで、事業者同士の受注調整、すなわち談合を容易にするためです。つまり、「競
争相手が誰なのか」は知らせてはいけないのですが、事前説明会などでも競争相手が誰な
のかがわからないよう、個別開催とするなど工夫が必要であることに注意を要します。なお、
本問では収賄罪も該当し得ます。（「賄賂」は財物でなくても良い）

1-8

設計価格の参考とするため、3社の事業者から見積もりをもら
うことにしたが、1社ごとに連絡するのは煩雑だったため、BCC
を使用してメールの一斉送信により依頼した。

少し意地悪な問題でした。確かに「BCC」なら、同時送信相手が誰だかわからないため、これ
自体は問題ありません。しかし、「一斉送信」自体、誤って「CC」や「To」で送ってしまう事故原
因となるリスキーな事務処理です。その場合、1-7と同様、事業者同士の受注調整、すなわち
談合を容易にする「特定の談合の幇助」に該当します。そのため、本問は「違法性は明らかで
はないが好ましくないもの」に該当します（なお、セキュリティの日では「外部へ複数人に送る
メールは、BCCで送信してください」と案内していますが、複数人でチェックするなど、あく
までも要注意の上ご利用ください）。

1-9

ある特定の事業者ばかり受注している状況は不自然なので、そ
の事業者に、適当に受注業者がばらけるようにできないか相談
した。

「談合の明示的な指示」「受注者に関する以降の表明」に該当し、ほぼ議論の余地なく違法な
行為です。なお、適正な競争の結果、特定の事業者が多く受注しているのであれば問題は全
くありません。

1-10

プロポーザルによって事業者を選定したが、当該選定事業者の
事情により市と直接契約できないとの要望を受け、当該選定事
業者と業務提携関係にある他の事業者と随意契約を締結した。

契約の基本は競争入札であり、随意契約はそもそも例外的なものです。そしてプロポーザル
は、その例外たる「随意契約の相手方」を、事業者の提案内容や業務履行能力等を審査して
選定する手続きです。契約相手がプロポーザル選定事業者と異なる場合、随意契約の理由
が立たないので、地方自治法に違反する契約となります（いわば「替え玉受験」）。

https://garoonsv.hino.local/scripts/cbgrn/grn.exe/bulletin/view?cid=266&aid=55108


問1（正規職員）官製談合に関するコンプライアンス＜＜回答の傾向と分析＞＞
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◆ （問1-3）入札結果について教示することは違法であると
いう判断をされた方が多く、最も正解率が低かったです。
ただこれも必ずしも誤った判断ではなく、むしろ安全側で
あるので問題視すべきものではありません。

◆ 部署別では、市立病院や保育園等を除けば、環境共生部、
子ども部がやや低い正答率でした。

◆ 職層別では、概ね職位に比例した正答率となりましたが、
40代以上の主事・主任職の正答率が低く、特に主任級で
は年齢に反比例する結果となりました。



問2（正規職員）公務員倫理～全体の奉仕者とは＜＜解説＞＞

問2

公務員は「全体の奉仕者」であることが日本国憲法第

15条第2項、地方公務員法第30条及び日野市職員

服務規程第3条に規定されています。これらの法令でい

う「全体」とは私たち日野市職員にとって次のいずれを指

すか、1つを選択して「○」を付けてください。

正答 選択率

2-1 所属の施策の対象者全員 2.7%

2-2 市議会議員、関係団体理事者、自治会長等の有力者全員 0.0%

2-3 市の納税者全員（ふるさと納税を含む） 1.7%

2-4 外国人、関係人口を含む日野市民全員 39.6%

2-5 日本国民全員 ○ 52.8%

⚫ 全体の奉仕者とは、日本国民全員を指します。これはどこ
の地方公務員であっても同じです。

⚫ また、税金の観点からも、市民税だけでなく、国税、都税等
も原資の一部です。それなのに、「市外の人は私たちの奉
仕対象外です」とはなりません（政治活動の可否など、多少の濃淡は
あります）。

⚫ なお、「住民」は国籍の有無を問わないほか法人も含むの
で、より正確には日本国民のほか、外国人住民や法人を含
みます（ここにも多少の濃淡はあります） 。

⚫ さらには、将来の国民（住民）も含まれます。例えば、環境
問題、人口問題などを考えれば、必ずしも今いる人、ここに
いる人だけが私たちの奉仕対象ではありません。

⚫ 本問は、公務員倫理の根本には、「日野市民だけがいい思
いをすればよい」でもなく、ましてや「自課の施策対象者を
満足させることだけが仕事である」というものでもないと
いう価値観がある、ということを考えていただきたく、設
定したものです。

【出典：窓口法務コンシェルジュ「全体の奉仕者」】
憲法第15条第２項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕
者ではない。」と規定し、地公法はこれを受けて、「すべて職員は、全体の奉仕者と
して公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこ
れに専念しなければならない。」（地公法第30条）と規定している。

その意味するところは、①公務員が国民（住民）に奉仕するために勤務しなけれ
ばならないこと、②奉仕の対象は国民（住民）であつて、国民や住民の一部や、
一党一派に対するものではないことである。



問2（正規職員）公務員倫理～全体の奉仕者とは＜＜回答の傾向と分析＞＞

所属の施策の対象者

全員, 2.7%

市の納税者全員（ふ

るさと納税を含む）, 
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2-4（日野市民全員）の選択率

◆  （2-4）「日野市民全員」を選択する方が多かっ
たです。特に、児童館・保育園・幼稚園では、過
半数となる約5割が選択していました。

◆ 事務系職場ではあまり偏りはありませんでした。

◆ 職層別では、管理職が押しなべて低く、特に部
課長職の2-4選択率が高い結果となりました。
各職層内の年齢差ではこの特徴は出ず、もっぱ
ら管理職であることが2-4の選択率を押し上
げました。



問3（正規職員）違法の趣旨への理解度＜＜解説＞＞

問3

次の各項目はそれぞれ法律又は通知等の内規

に違反するおそれがある行為です。「なんでそれ

が違法なのか。守らなかったら何が悪いのか。」と

市民に問われた際に、どのレベルまで答えられる

自信がありますか。

下表に従い、全ての項目について1～4でご回答

ください。主観で差支えありません。

平均理解度 関係法令 趣旨

3-1
共通単価契約の消耗品が足りなくなったので、担
当者限りで随時事業者に電話して発注をした。

2.18 日野市事務決裁規程

事務決裁規程第8条～第13条に規定のとおり、契約決定は係長職以上に

しかできず、さらに係長職以上であっても単独個人での決定はできません（第

16条）。契約主は職員個人でもなく、課でもなく、「市」となるため、組織とし

ての意思決定を要します。

3-2

窓口で申請を受ける書類の決裁手続きが煩雑な
ので、予め「担当者限りで是非を判断して証明書を
発行してよい」という決裁をとった。

2.32
日野市事務決裁規程

日野市文書管理規則

過去に定期監査でも指摘されています。上記同様、意思決定は組織として

行う必要がありますが、同時に、権限の範囲内で行う必要があります。事務

決裁規程等で定められた権限を例規上の根拠なく授権してしまう決裁は、

当該規程を空文化させコントロールを失わせる、いわば「手放し運転」状態と

なってしまいます。

3-3
関係事業者と親睦を深めるため酒席を開き、割り
勘の範囲を超えて事業者が飲食代を負担した。

2.63
地方公務員法

日野市職員服務規程

前問のとおり、職員は全体の奉仕者です。利害関係者の接待は、服務規程

第10条の3「便宜の供与を受ける行為」に該当しますが、場合によっては贈収

賄罪にもなり得ます。公正・公平な職務執行を害するおそれがあるためです。

3-4
交通費を節約するため、提出済みの通勤届では電
車通勤としていたが自転車で通勤した。

2.69 地方公務員法
虚偽申請であり、刑法の詐欺罪又は業務上横領罪に当たるほか、地方公

務員法第32条の服務上の義務違反になります。規定を超えて根拠のない利

得であり、公金の簒奪にほかなりません。

3-5
明らかに法に反する上司の指示があったが、職務
命令なので従った。

2.58 地方公務員法

地方公務員法第32条では、職務命令に従う義務が規定されていますが、判

例では、「重大かつ明白に違法」な職務命令は無効であり、受命公務員が

自ら無効を判断し、当該命令に拘束されないとされています（最判昭和

53.11.14）。つまり、これに従った場合、「受命公務員自身が違法を判断し

た」とみなされ、その結果の責任を負うとされています（最判H15.1.17）。



問3（正規職員）違法の趣旨への理解度＜＜回答の傾向と分析＞＞

違法等であると知らなかった
やってはいけないことだとは知って

いるが、その根拠は知らない

何の法律（内規）に書いて
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いるのか、の趣旨まで説明できる
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部署別3-1平均理解度

◆  （3-1）「口頭発注」、（3-2）「決裁省略」の理解度が低い傾向がありました。

◆ 特に3-1が低かったですが、全体に共通して、年齢層及び職層に比例した理解度と
なっていました。

◆ 口頭発注については、過去の掲示板記事を改めてご確認ください。

https://garoonsv.hino.local/scripts/cbgrn/grn.exe/bulletin/view?cid=263&aid=58485


ワークエンゲイジメント（WES）と問1～問3の正答率に関する相関関係
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WESと問1平均正答率 WESと問2平均正答率 WESと問3-1平均理解度

◆ ワークエンゲイジメント（WES；14スライド参照）と内部統制制度への理解度に相関関係は見られませんでした。

◆ 強いて言えば、コメントのような傾向が見られなくもないですが、全体的には、WESの高い人が殊更制度理解に
熱心だったり、逆にWESの低い人が無関心であったりするわけではない、と言えます。

◆ 一方、一貫してWESが「0（無回答を含む）」の人の正答率等は低いものとなりました。

若干山なり？

整数値の人（WES
の各要素を均等に
答える傾向の人）

が低い？

正の相関に近い？



問4（会計年度任用職員）違法発見状況及び心理的安全性

問4

担当業務について、違法又は不当（ルール違反）なのではないか、という

疑問を頂いたことがありますか。またそれを上司に相談しましたか。下表のう

ちいずれか1つに"○"を入力してください。

相談しようと思わ

なかった

相談しようとした

が、諦めた（やめ

た）

上司に相談をし

た

4-1ルール違反を発見したことがある 8.7% 0.0% 0.0%

4-2ルール違反かもしれないと思ったことがある 4.3% 0.0% 0.0%

4-3疑問に思ったことがある気はするが、よく覚えていない 8.7% 0.0% 4.3%

4-4ルール違反と思ったことがない 73.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

回答全体

ルール違反と思ったことがない（73.9%）

◆ 契約手続きをはじめ、定期監査でも毎
年一定数のルール違反の事務処理が毎
年指摘されているなか、会計年度任用
職員の方から指摘ができるような心理
的安全性は確保されているか、を確認
するものでした。

◆ ほとんどの場合はルール違反を発見し
たことがない一方で、発見したとしても
上司に相談までは至らない、という結果
となりました。

◆ 会計年度任用職員を多く含む職場ほど、
会計年度任用職員の方でもしっかりと
指摘ができる風土づくりが必要です。

相談しようと思わなかった（21.7％）

ルール違反の発見度ごとの、相談しようと思わなかった人の割合

ルール違反を発見したことがある 100%

ルール違反かもしれないと思ったことがある 100%

疑問に思ったことがある気はするが、よく覚えていない 67%



問5、6（会計年度任用職員）業務の事前説明及び監督

問5

担当する業務の内容について、十分な説明を受けて

いると思いますか。

次のうちから最も近いものを1つ、"○"で選択してくださ

い。

選択率

5-1 十分な説明を受けている 56.5%

5-2 十分ではなかったが、説明を受けている 43.5%

5-3 必要最低限のみの説明しか受けていない 0.0%

5-4 ほぼ（又は全く）業務の説明は受けていない 0.0%

問6

ご自身の作業結果について、正規職員から十分な確認

を受けていますか。（ご自身に対し、管理監督を上司は

十分にしていると感じますか）

次のうちから最も近いものを1つ、"○"で選択してください。

選択率

6-1 十分確認等されている 65.2%

6-2 十分ではないと感じるが、確認等はされている 34.8%

6-3 時々確認等を受けるが、基本的には管理監督されていない 0.0%

6-4 ほぼ（又は全く）確認等されることはない 0.0%

十分な説明を受けて

いる, 56.5%

十分な説明を受けて

いる, 40.0%

十分ではなかったが、説

明を受けている, 43.5%

十分ではなかったが、説

明を受けている, 48.6%

必要最低限のみの説明しか受

けていない, 8.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

R6選択率

R5選択率

十分確認等されてい

る, 65.2%

十分確認等されてい

る, 52.9%

十分ではないと感じるが、確

認等はされている, 34.8%

十分ではないと感じるが、確

認等はされている, 38.2%

時々確認等を受けるが、基本的

には管理監督されていない, 

8.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

R6選択率

R5選択率

◆  全体的に、大幅な改善が見られました。

◆ しかし、「十分ではない」という回答も3～4割ほどあり、引き続き会計年度任用職員への丁寧な業務管理・説明が求められます。



問7～9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）

仕事をしていると、活力がみな

ぎるように感じる。
仕事に熱心である。 私は仕事にのめり込んでいる。

全くない 0 0 0

ほとんど感じない
（1年に数回以下）

1 1 1

めったに感じない
（1ヶ月に数回以下）

2 2 2

時々感じる
（1ヶ月に数回）

3 3 3

よく感じる
（1週間に1回）

4 4 4

とてもよく感じる
（1週間に数回）

5 5 5

いつも感じる
（毎日）

6 6 6

ワークエンゲイジメントの3要素（活力・熱意・没頭）をユトレヒト大学で開発された
「ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度（UWES）」を用いて調査しました。

ワークエンゲイジメントとは…

仕事に関連する持続的かつ全般的なポジティブで充実した心理状態（感情・認知）



問7～9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；部署別
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問7～9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；部署別
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問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；部署別

R4～R6のWES分布推移

外れ値

最高値

上位25％

平均値
（×印）

下位25％

最小値

中央値
（箱の中の横線）

［ 箱ひげ図 ］の
見方
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全体（児幼保医除く）



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；部署別

R4～R6の部署別推移【横ばい型】
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◆ 全体的に、R4から比較して横ばいからやや下降傾向となりました。

◆ 企画部、まちづくり部、総務部、教育部は横ばいに近い傾向を示しています
が、共通して熱意が微増、没頭が微減しています。
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問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；部署別

R4～R6の部署別推移【上昇型】
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市立病院事務部
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市立病院医療・看護
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2.00
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3.50

4.00
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子ども部

◆ 市立病院は全体的に上昇傾向にあります。

◆ 市立病院医療・看護及び子ども部は、R5にいったん下降したものの、R6で
は上昇に転じており、R4に比しても高かったです。

◆ 共通して熱意が上昇していることがWESをけん引しています。



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；部署別

R4～R6の部署別推移【下降型】
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産業スポーツ部

R4 R5 R6

健康福祉部

R4 R5 R6

会計・行政委員会

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

R4 R5 R6

児童館・保育園・幼稚園

◆ 市民部、環境共生部、産業スポーツ部、健康福祉部、会計・行政委員会、児童
館・保育園・幼稚園では総じて下降傾向となりました。

◆ とはいえ、従来から引き続き、児童館・保育園・幼稚園は、市立病院医療・看護
関係に並び、WESが相対的に高い水準にあります。



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；変化の大きかった部署

◆ 会計・行政委員会では、第一四分位
（1.67）及び最低値（ひげの下端）が下落
していることから、中央値以下の職員が
より下方に分散したものと思われます。

◆ 環境共生部では、中央値（箱の中の線）が大き
く引き下がっています。一方で、第一四分位
（箱の下端＝1.58）は上方に寄ったことから、
箱内の分布が中央値付近の昨年より低い水準
に集中したものと思われます。

◆ 市立病院医療・看護は大きく引き上がり
ましたが、最低値・第一四分位も含めて
ほぼすべての回答が昨年度より高い回
答となっているものです。



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；職層別・年齢別

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

活力 熱意 没頭 WES

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ワークエンゲイジメントスコア
（WES：3指標の平均値）

職層別WES

R1全国平均
ライン

年齢層別WES



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；職層別・年齢別

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

R4 R5 R6

職層別WES（R4～R6まとめ） 年齢層別WES（R4～R6まとめ）



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；職層別

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

主事級

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

主任級

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

係長級

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

課長補佐級

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

課長級

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

部長級

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

再任用等

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

R4 R5 R6

会計年度任用職員

R4～R6の職層別推移

◆ R5に比して、係長級、会計年度任用職員は下落、それ
以外の職層で若干上昇しています。

◆ 係長級は活力が、会計年度任用職員は熱意と没頭が
下落していることがWESを低下させました。

◆ 昨年度大きく下落した課長補佐級も、依然低くはある
ものの回復の兆候があります。



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；年齢別

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

R4 R5 R6

～20代

R4 R5 R6

30代

R4 R5 R6

40代

R4 R5 R6

50代

R4 R5 R6

60代

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

R4 R5 R6

70代～

R4～R6の年齢層別推移

◆ 全体としては多くの年齢で下げ止まり、上昇に反転しているところですが、30代は依然として全ての指標が下落しています。

◆ R5で唯一上昇していた60代については、反転して下落しました。

◆ 70代以上の乱高下については、会計年度任用職員であり入れ替わりがあり、かつ母数が少なく個々の回答の影響力が強いことで一貫
性が出ないことによるものと思われます。



問7～問9 ワークエンゲイジメントスコア（WES）；変化の大きかった職層及び年齢層

◆ 30代はR5にかけて中央値が下がり、
R6にかけて第一四分位（箱の下端）
が下がっています。係長職と同様に、
全体の分布がじわじわとずり下がっ
て行っています。

◆ 係長職は、中央値と第一四分位（箱の
下端）が下がっていることから、全体
の分布がずり下がっていることがわ
かります。











































































































11月
コンプライアンス月間

仕事には、根拠が必ずあります















国家公務員倫理規程には、次の条文があります。
※なお、地方公務員には直接適用はありません。

第3条2項 （略）職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するための

ものの贈与を受けること。

宣伝用物品又は記念品

要件 ✓ 宣伝用物品又は記念品としての外形を備えていること
✓ 記念品については配布された事由に記念性が認められること
✓ 額が高額なものではないこと

広く一般に配布するためのもの

要件 ✓ 会合等の際に配布される場合は当該会合等の規模が大きいこと、会
合等以外で配布される場合はその配布範囲が広いこと

✓ 配布範囲や会合等の出席者の属性が利害関係者と職員に限られず多
様であること

✓ 国家公務員や一部の者のみが利益を受けるものではないこと

【出典】国家公務員倫理規定論点整理・事例集（国家公務員倫理審査会事務局）

①社名入りカレンダー

•季節のあいさつとして取引先に
一律に配布しているもの。

•約1,000円相当。

②PR用の書籍

•地方に事務所がある会社への視
察で、その地域の自然を紹介す
る市販の写真集（約2,000円）
をもらった。

•事業者が地域活性化の観点から
一定数購入し、同様に視察に来
た人に配布している。

③記念コンサートの招待券

•国会議員、公共機関の長、企業
社長等を招待するチケット（約
3,000円）をもらった。

•当該イベントは、市事業のパー
トナーシップ事業として開催さ
れるもの。

では、次のものを受け取るのは

④講演会の招待券

• 一般も参加可能な講演会。

• 無料で開催されている。

⑤市販のお土産

• 事業者への研修講師とし
て招待された。

•講師料などはないが、地
元のお菓子を配られた。

•約3,000円。

⑥試合観戦チケット

• 事業者が取引先や関係団
体に対して野球の観戦チ
ケットを配り、市もこれ
を受け取った。

• 1枚約1,300円。



「これくらいはOKだろう」

違法リスクを踏まえ、

モノの受取りは慎重に

内部統制ニュースVol.19

前頁の回答
（国の違法ライン）

解説
（要約。国資料を直接ご覧ください）

①社名入りカレンダー セーフ 社会的に相当とされる範囲の儀礼的なものと解される。

②PR用の書籍 アウト 市販品であり、配布対象も限定されている。

③記念イベントの招待券 セーフ 記念性があり、配布範囲が一定程度広い。

④講演会の招待券 セーフ 広く一般に無料開放されているため。

⑤市販のお土産 アウト 市販品であり宣伝用物品に該当せず、一般に配布してもいない。

⑥試合観戦チケット アウト 市販品であり、記念性もなく、一般に配布してもいない。

【発行】日野市内部統制推進委員会事務局（内線4113）

違法・合法の判定ラインは、かなり微妙…

その油断が

民間では、取
引のために金
品を授受する
ことは常識で
あり合法

契約のために、
事業者は渡せ
るものは渡し
ていきたい

職員も、これ
くらいなら…
と受け取りを

始める

いつしかライ
ンを踏み越え
るリスクに

そうでなくと
も市民から疑

念の目

























管理部門リスク事例評価シート No. 2024-00

事案名

事例把握部署 報告日

発生した 過去事例なし

相談を受けた 過去事例あり（類推含む）

その他（　　　　　　　　　）

内　容

整

備

上

運

用

上

整

備

上

運

用

上

実施日

委員会における評価 評価日

項目 評価

市民影響度 要入力

発生可能性 要入力

重要度 要入力

不備の程度 要入力

不備の種類

全庁での再発防止

実施日

対策内容

評価理由・コメント

種　類

発生原因

発生・再発

防止への

対応策

把握方法 過去の発生の有無



「西暦年度（半角2桁）-連番（当該年度で委員会に報告される事案としての順番。半角2桁）」で入力願います。　例）「202202」と入力すると、「2022-02」と表記されます。

端的に事案の内容を表す名称を入力してください。

「リスク事例対応の全体フロー」により、作成が必要と判断されるものについて、作成・内部統制推進委員会への提出をお願いします。

過去に経験したリスクであれば、その時の経験を踏まえて、既存の内部統制の整備状況を確認するとともに、過去と現在の状況の変化に留意して内部統制の見直しが必要かどうかを検討する必要がある。一方、未経験のリスクであれば、どのような影響が生じるか不透明であることが多いことを勘案した上で、新たに対応策を整備する必要がある。（総務省ガイドラインQ＆A p6）

評価は3段階評価（3：大きい、2：中、1：小さい）

市民影響度 … 市民が被る不利益の大きさ

発生可能性 … 今後のリスクの発生・再発の可能性

【有効性の評価】重大…重大な不備、不備…重大とまでは言えない不備、なし…不備なし

「不備なし」の場合、記入不要。



「西暦年度（半角2桁）-連番（当該年度で委員会に報告される事案としての順番。半角2桁）」で入力願います。　例）「202202」と入力すると、「2022-02」と表記されます。

端的に事案の内容を表す名称を入力してください。

「リスク事例対応の全体フロー」により、作成が必要と判断されるものについて、作成・内部統制推進委員会への提出をお願いします。

過去に経験したリスクであれば、その時の経験を踏まえて、既存の内部統制の整備状況を確認するとともに、過去と現在の状況の変化に留意して内部統制の見直しが必要かどうかを検討する必要がある。一方、未経験のリスクであれば、どのような影響が生じるか不透明であることが多いことを勘案した上で、新たに対応策を整備する必要がある。（総務省ガイドラインQ＆A p6）

【整備上の不備】

内部統制が存在しない、規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすことができない、

又は規定されている方針及び手続が適切に適用されていないもの（総務省ガイドラインp21）

また、規則と異なる業務の実態を把握したものの、結果として不適切な事項が生じていないような場合、～
【運用上の不備】

整備段階で意図したように内部統制の効果が得られておらず、結果として不適切な事項を発生させたもの

（総務省ガイドラインp21）

ただし、規則と異なる業務の実態を把握したものの、結果として不適切な事項が生じていないような場合、

～内部統制の整備上の不備に当たる（総務省ガイドラインp21脚注）
【重大な不備】

内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことに

より、地方公共団体・住民に対し大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものもしくは実

際に生じさせたもの（総務省ガイドラインp22）

評価は3段階評価（3：大きい、2：中、1：小さい）

市民影響度 … 市民が被る不利益の大きさ

発生可能性 … 今後のリスクの発生・再発の可能性

重要度 … 市民からの信頼を失墜させる、リスク発生時のリカバリーが利かないといったリスク発生防止の

【有効性の評価】重大…重大な不備、不備…重大とまでは言えない不備、なし…不備なし

「不備なし」の場合、記入不要。

【整備上の重大な不備】全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制の整備上の不備のうち、全庁的な内部

統制の評価項目に照らして著しく不適切であり、大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高い

もの（総務省ガイドラインp22）

【運用上の重大な不備】全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制の運用上の不備のうち、不適切な事項

が実際に発生したことにより、結果的に、大きな経済的・社会的不利益を生じさせたもの（総務省ガイドラ



過去に経験したリスクであれば、その時の経験を踏まえて、既存の内部統制の整備状況を確認するとともに、過去と現在の状況の変化に留意して内部統制の見直しが必要かどうかを検討する必要がある。一方、未経験のリスクであれば、どのような影響が生じるか不透明であることが多いことを勘案した上で、新たに対応策を整備する必要がある。（総務省ガイドラインQ＆A p6）



過去に経験したリスクであれば、その時の経験を踏まえて、既存の内部統制の整備状況を確認するとともに、過去と現在の状況の変化に留意して内部統制の見直しが必要かどうかを検討する必要がある。一方、未経験のリスクであれば、どのような影響が生じるか不透明であることが多いことを勘案した上で、新たに対応策を整備する必要がある。（総務省ガイドラインQ＆A p6）



過去に経験したリスクであれば、その時の経験を踏まえて、既存の内部統制の整備状況を確認するとともに、過去と現在の状況の変化に留意して内部統制の見直しが必要かどうかを検討する必要がある。一方、未経験のリスクであれば、どのような影響が生じるか不透明であることが多いことを勘案した上で、新たに対応策を整備する必要がある。（総務省ガイドラインQ＆A p6）



リスク事例対応の全体フロー

(1) 所管部署でリスク発生

公表を要するもの 公表不要のもの

管理部門に報告・相談 公表・管理部門に報告 対応して終了

(2) 対応管理部門

報告を受けたもの

リスク対応に協力

(3) 対応管理部門

所管部署から情報収集（ヒアリング・書類提出）

(4) 対応管理部門

①    リスク事例評価シート作成の

要否の判断基準

②報告を保留する事案

（事例の内容が調査中であり確定

していない、または情報を共有す

ることにより支障が生じるもの）

(5) 内部統制推進委員会において、リスク事例の評価・再発防止策を検討

(6) 全庁に周知

(7) 内部統制推進本部に報告

(8) 内部統制評価報告書（実施状況報告書）に掲載

原則すべての事案を対象とする。ただし、極めて軽微なリスク事

案と判断されるものを除く。

【軽微なリスク事案】

次のすべてに該当するほか、事案の性質等から総合的に判断す

る。

 ◆ プレスリリース等対外公表を要しない

◆住民サービスに実質的な影響がない

◆対応するための経費が極少額又は要しない

支障の生じない範囲での情報の掲載に留めた上で、推進委員会で

報告するものとする。副市長が内容確定前の報告をすべきでない

と判断された事例については、事例の内容が確定して情報共有が

可能となった段階で報告するものとする。

【留意事項】

所管部署で対応できないもの
所管部署で対応できるもの

リスク事例評価シートの作成　⇒　直近の内部統制推進委員会で報告



市民影響度

市民影響度 … 市民が被る不利益の大きさ

評価 実際の被害総額 根拠 入力欄

3 2,000万円以上
市長（6,000万円以上）・副市長（2,000万円以上～

6,000万円未満）の事務事業の実施に関する専決区分

2 100万円以上～2,000万円未満

部長（1,000万円以上～2,000万円未満）・課長（100

万円以上～1,000万円未満）の事務事業の実施に関する

専決区分

1 100万円未満
係長（100万円未満）の事務事業の実施に関する専決

区分

※　被害を未然に防止できた場合は、被害総額は０円とする。

評価結果 ○を入力してください。



発生可能性

発生可能性 … 今後のリスクの発生・再発の可能性 発生可能性

0

①評価方法の選択 ②評価の入力

評価方法 該当に〇

頻度 1,000件以上/回 100件以上～1,000件未満/回 100件未満/回 1,000件以上/回 100件以上～1,000件未満/回 100件未満/回 点数

ほぼ毎日または週に数回程度 3 3 2

➤➤右表を入力➤➤ 月に数回程度 3 2 1

年に数回程度未満 2 1 1

再発する確率

（対策を講じなかった場合における）
イレギュラー処理 年次・月次・不定期処理 日次処理 イレギュラー処理2 年次・月次・不定期処理3 日次処理4 点数

ほぼ確実に再発し得る

　（75%以上）
3 3 2

相当程度、再発し得る

　（25%以上～75％未満）
3 2 1

発生する可能性は低い

　（25%未満）
2 1 1

頻度 ○

再発する確率

入力欄　（該当に〇） 点数対応表

0

入力不可

入力欄　（該当に〇） 点数対応表



重要度

重要度 … 市民からの信頼を失墜させる、リスク発生時のリカバリーが利かないといったリスク発生防止の重要性の高さ

(1) コンプライアンス評価

評価 説明 入力欄

3 法・例規に反している

2 要綱に反している

2 内規（ガイドライン・通知等）に反している

2 不当・不適切（例規・内規が未整備・不十分）

1 不当・不適切（運用に問題）

↑

評価結果 ○を入力してください。



不備の程度

指標 点数 【重大な不備】とは

市民影響度 要入力

発生可能性 要入力

重要度 要入力

計 0

【判定結果】 【判定基準】

不備の程度 要入力 各指標の評価の点数が、次のいずれかに該当する場合、「重大」（重大な不備）と判定する。

各指標の点数 説明

① 市民影響度が３
市民影響度が高いため、「大きな経済的・社会的な不利益」が実際に生じた（生じる蓋

然が高い）と認められる。

②
発生可能性が３であって、

3つの評価指標の合計が7以上

今回1回の市民影響度としては「大きな経済的・社会的な不利益」は生じていない。

しかし、発生可能性が高いため、累計して「大きな経済的・社会的な不利益」となる蓋

然性が高いと認められる。

内部統制の不備のうち、

事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことにより、

地方公共団体・住民に対し大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものもしくは実際に生じさせたもの

（総務省ガイドラインp22）



③
重要度が３であって、

市民影響度が2以上

今回1回の市民影響度としては「大きな経済的・社会的な不利益」は生じていない。

しかし、不法であることから、信頼回復に向けたコストを多く要し、

市組織の「大きな経済的・社会的な不利益」につながる蓋然性が高い。

※法令の規定に適合していない場合であっても、軽微な場合、それが単独では大きな不

利益を生じない可能性もあることから、重要度が３であることだけをもって重大な不備

とは判定しない。

しかし、「社会的不利益」については必ずしも金額だけ測れる内容ではないことについ

ても考慮する必要がある。

重要度が３の案件は、放置した場合、市に対し訴訟が発生する可能性（その対応コス

ト・損害賠償）が高い。また、指定議決で100万円以下の和解、損害賠償案件は専決処分

が可能になっており、100万円超の案件は要議決案件になるため、手続き上の重大度も段

階が上がることになっている。

以上を踏まえて、「重要度3」+「市民影響度２（被害総額100万円以上）」であれば

「重大」と評価する。



所管部署リスク評価シート

凡例

評価部署 直接入力するセル

所属名 ドロップダウンリストから選択するセル

記入者 自動計算されるセル又は入力不要なセル

評価日

No. リスク
リスク発生

の有無
具体的内容 リスク発生・認知時期

全庁／個

別

再発／新

規
評価

被害額・損害額

（千円）
内容・計算根拠 評価 判定方式 判定要素1 判定要素2 評価 コンプライアンス判定

不備の

程度
発生原因 対策内容 対策担当者 対策実施期限 完了 対策完了日 対策完了確認日 整備上／運用上

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

推進委員会確認欄市民影響度 発生可能性 重要度 再発防止対応リスク内容

評価対象リスク一覧

1 意思決定プロセスの無視

2 不適切な契約内容による業務委託

3 不適切な価格での契約

4 システムによる計算の誤り

5 不十分な資産管理

6

7

8

9

10

現に発生したもの
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